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ニ ュー ギニ ア低地 ・ギデ ラ族 にお ける

　　　　 小児の病気 と治 療

秋 道 ‘ 智 彌 ＊

Children's Illness and Curing in Lowland Papua

Tomoya  AKIMICHI

   Focusing on the curing of children's illness, this paper describes 

the present-day medical practices of the Gidra-speaking people of 

lowland Papua to illustrate changes in a medical system in a tropical 

rural environment. 

   The Gidra folk classification of illness shows marked dichotomic 

 distinction: simple illness caused by nature and illness associated 

with ancestor worship, and the violation of taboo, the latter being 

considered fatal. Abortion is also related to magic whereas infanti-

cide and contraception, prior to the introduction of Christianity, 

were considered as a practical means of population control, and un-

related to magical spheres. 

   Traditional cures for illness among infants are characterized by 

blood-depletion and elimination of gas, and such like, as well as the 

use of medicinal plants, especially those of the genera Zingiber and 

Acorus. 

   Breastfeeding is specifically important for administering medicine 

to infants since medicines can easily be taken via breastmilk. The 

medicines are either taken first by the mother or smeared around her 

nipples. 

   The recent introduction of Western medicines, contraceptives, 

and Aid Posts among other things, as a part of the nationwide 

health program, has forced the villagers to cope with a new situation. 

   Traditional cures still remain effective for common illnesses like 

diarrhea or cough, whereas high fever caused mainly by malaria or 

measles, are now cured by a medical orderly versed in Western medi-

cine. As a consequence, he is now gaining a status similar to that of 

the traditional medicine man.
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   The paper concludes by suggesting that transformation of medical 

systems in the developing world should be examined from two 

aspects simultaneously; the secular and the ritual.

１．は じめに

ＩＩ．ギデ ラ族における医療環境

皿．病気の概念 と生殖理論

ＩＶ．小児の病気 と伝統的治療法

Ｖ．小児の病気 と治療の現状

ＶＩ．小児の病気 と二つの治療 システム

冊．考　察

１． は じ め に

　 ギデ ラ族 （Ｔｈｅ　Ｇｉｄｒａ） は ，パ プ アニ ュー ギ ニ ア 国西 部 州 （州 都 ダ ル ー） の 低 湿 地

帯 に居 住 す る入 口１，８５０人 （１９８１年 現 在 ） の パ プ ア語 系 集 団 で あ る （図 １）。 現 在 ， 筆

者 は， １９８０～ ８１年 にか けて ギ デ ラ族 を対 象 と して お こな った フ ィー ル ドワー ク に も と

づ き， 育 児 と発 育 の人 類 学 的研 究 をす す め て い る。 本 論 文 は ， その一 環 と して お こな

図 １　 ギデ ラ族 の生息地 と１３の村落の位 置図
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ったギデラ族における小児の病気 とその治療に関する事例報告である。筆者はこのな

かで，現代ニューギニアの一社会 における医療のあり方を小児にたいする病気治療行

動の分析から論述 してみたい。

　病気や治療の文化人類学的研究において，世界の諸民族における文化固有の医療体

系は重要な研究対象とされてきた。本論では，これを便宜的に伝統医療 と称 し，いわ

ゆる西欧医学的な現代医療に対比するものとして位置づけ，狭義には，ギデラ族にお

ける在来の医療をさすものとする。以下，本論文で医療の問題をあつかううえでの筆

者の大まかな位置づけをしておこう。

　病気にたいする認知と分類の体系は文化によって異なっている１》。 しかも病気や治

療の問題は，集団のもつ世界観や信仰と密接にかかわっている。 したがって，伝統医

療に関する人類学的研究のなかでも，とりわけカミがかりの病やウィッチクラフ ト，

病気と呪術 ・妖術，病気と治療儀礼あるいは病気の分類や世界観 とのかかわりなどに

関する問題が，所与の文化を解読するうえで重要なテーマであるとして研究がすすめ

られてきた ［ＴｕＲＮＥＲ　 １９６９；ＥｖＡＮｓ－ＰＲＩＴｃＨＡＲＤ　１９７７； 吉田　１９７９；ＯＨＮｕＫＩ－

ＴＩＥＲＮＥＹ　１９８２；波平　１９８４］。

　 しかし，現代においては，無文字社会と文明社会であるとをとわず，西欧医学にも

とつく現代医療がさまざまなかたちで普及 ・実践されている。つまり，伝統医療だけ

がある一つの社会における医療体系を構成 しているといった状況は，それほど一般的

ではなくなりつつある。実際の研究面においても，現代医療の側面や実情を看過 して，

伝統医療のみの考察から，一見，整合的な結果をえたとしても，それがもつ意味につ

いては慎重なとりあつかいが必要となろう。

　図式的にしろ，伝統対現代といった対立に付随する人類学的諸問題は，とくに目新

しいというわけではけっしてない。問題が医療の分野のみで起 こっているわけでもな

い。 しか し，医療だけの問題にしても内実はきわめて複合化 している。伝統医療 と現

代医療の二つの側面を丁寧に調べ，そのかかわりあいを追いかけたモノグラフがそれ

ほどあるわけではない。現代医療が当該の社会でどのように受容され，どのような役

割をはた しているのであろうか。伝統医療 との摩擦，あるいは医療全体の混乱や矛盾

は何を意味 しているのだろうか。こうした問題意識は，変貌する社会における価値観

や現代医療の導入 という実際的な問題を考察するうえでもきわめて重要である。 この

ように，変貌する社会における医療の問題には依然として未解決のテーマが多 くのこ

１）病気その ものの認識の しかた や 分 類 方 法 は， 個 々の文 化 によ ってだけでな く ［ＦＯＳＴ・ＥＲ＆

ＡＮＤＥＲｓｏＮ　１９７８］，同 じ文化を共有す る個人 によって も異なるという見方 もある ［吉田 １９７９］。

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 ３５１
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きれている。

　筆者の滞在 したウメというギデラ族の村には，現在，パプアニューギニア国の医療

組織のいわば末端にあたる Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ（医療施設）があり， １人の保健士 （Ｍｅｄｉｃａｌ

Ｏｒｄｅｒｌｙ）が常駐 している。 ウメ村の Ａｉｄ　Ｐｏｓｔは１９８０年に開設されたばかりである。

保健士は，ダルーにある総合病院よりおくられて くる医薬品により，村人にたいして

日常的に病気の診断と治療をおこなっている。かれは，れっきとしたギデラ族の成員

であり， しかも現代医学的な教育をうけている２》。 それと同時に，村ではさまざまな

かたちで伝統医療が実践されている。筆者 はこうした状況における医療のありかたが

まず問題にされなければならないと考えた。

　本稿では，一つの トピックとして小児の罹患する病気とその治療に関する問題をと

りあげるので，そのわけについて以下にのべる。

　小児は環境の影響をきわめて鋭敏にうけやすい生物学的存在であり，とくに熱帯 ・

亜熱帯地域における５歳未満の小児は，低タンパク栄養症， 麻疹 （はしか）， 小児性

下痢などの病気にさらされやすい３）。 小児が罹患する病気の種類は，集団全体のおか

れている生態学的位置や，栄養 ・衛生条件を反映するものである。また，小児は自分

の身体の異常を治癒するため，伝統的な薬をもちいたり，病院にかけこむだけの言語

能力や知識あるいは行動様式を習得 しているわけではけっしてない。育児の過程で小

児の身体の異常をもっとも鋭 く感知 し，治療の是非やその方法についての判断をくだ

すのはふつう小児の保護者，とくに母親である。ときには，呪医や呪術師あるいは医

師が治療 に携わることがある。つまり，小児の病気とその治療に関する考察は，文化

の担い手たる母親や治療をおこなう呪医などの病気に関する診断，およびそのふるま

いをしらべることである。

２） この保 健 士 は，過 去 に ポー トモ レス ビー の Ｍ ｅｄｉｃａｌ　Ｃｏｌｌｅｇｅで ２年 ， ラエ ， マ ウ ン トハ ー

ゲ ンで そ れ ぞれ ２年 の医 学 教育 を うけ た の ち， モ ァ ヘ ッ ド， ノ マ ッ ドの 且ｅａｌｔｈ　Ｃｅｎｔｅｒに勤

務 し， １９８０年 よ り ウメ の Ａｉｄ　Ｐｏｓｔに お け る保 健士 と して 医療 活 動 に従 事 して い る。

３） 筆 者 が調 査 を お こな った ニ ュ ーギ ニ ァ に代 表 さ れ る よ うな熱 帯 ・亜 熱帯 地 域 で は ，低 栄 養症

　 （ｐｒｏｔｅｉｎ　ｅｎｅｒｇｙ　ｍａｌｎｕｔｒｉｔｉｏｎ：以 下 ，　ＰＥＭ とよ ぶ） が小 児 に 多発 す る こと が しられ て い る

［ＪＥＬＬＩＦＦＥ　 １９５５； ＯＬｓｏＮ　 ｌ９７５］。　 ＰＥＭ は軽 度 の 発 育遅 滞 か ら ｋｗａｓｈｉｏｒｋｏｒ，　ｍａｒａｓｍｕｓ，

ｍａｒａｓｍｉｃ　ｋｗａｓｈｉｏｒｋｏｒ，さ らには ペ ラグ ラ とい った重 篤 な栄 養 障 害 に い た るま で ， 非 常 に 広

範 な内 容 をふ くん で お り ［ＨＡＮｓＥＮ，　ＢｕｃＨＡＮＡＮ　ａｎｄ　ＰＥＴＴＩＦｏＲ　 １９８２］， 熱帯 医 学 ， お よ び そ

れ に関 連 した人 類 生 態学 ，小 児 科 学 な ど の研 究 に と りきわ め て重 要 か つ 中心 的 な研 究 対 象 で あ

る 。ＰＥＭ の症 状 が 多 岐に わ た る とい う こと は， 調 査 ・研 究 す る側 か らみ る と， 病 気そ の もの

を 評 価 す る さい ， な にを 目安 とす るか に よ って 結果 が 大 き く異 な って くる。

　 た とえ ば ， 発 育 の遅 滞 とい う現 象 な ら， あ る集団 の 過 半数 の小 児 が あ て は ま る が ， ｋｗａ－

ｓｈｉｏｒｋｏｒ の よ うな症 状 で あ れ ば，全 体 の数 パ ー セ ン トしか 観 察 され な い と い った ことが お こ り

うる ［ＧＯＰＡＬＡＮ　 ｌ９７５］。 前 者 を 強 調す れば ，小 児 の ほ とん どが 病 気 と い う こ とに な り， 後者

に着 目す れ ば低 栄 養 に よ る病 気 はわ ず か しか 存 在 しな い こ とに な る。
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表 １　 ウメ村 における年齢 階梯別の人口 （１９８１年１０月現在）

年齢階級

男

略号 人数 年齢階級

女

略号 人数

 miid 

nanyuruga 
rugajog 

kewarwogra 

yamwogra 
sobujogwogra

MD 

NR 

RJ 
KW 

YW 

SW

　３

　５

３１

２１

２２

２７

nanyukunga 

kungajog

ngamungazwogra 

sobujogngumungai

甑
珂

NW 

SN

１１

３３

９

２５

計 １０９ ７８

　 本 稿 にお け る資料 は，・昭和 ５６年 度 海外 学 術 調査 （現 地 調査 ） 「南 太 平 洋低 湿 地 帯 に

お け る ヒ ト個 体 群 の適 応 機 構 の 解 明 」 （代 表 者 東 京 大学 医学 部 保 健 学 科 人 類生 態学 研

究 室 鈴 木 継 美 教 授） に よ る野 外 調 査 に も とつ いて い る。 現 地 調 査 は昭 和５７年 ７月 ～ １２

月 の約 ６カ月 お こな った 。

　 ギ デ ラ族 にお け る入 類 学 的 調 査 は１９７０～ ７１年 に大 塚 （以 下 ，敬 称 略 ） が ウ ォニ エ村

で お こな い， これ まで に い くつ もの 成果 が だ さ れ て い る　［大 塚 　 １９８０；ＯＨＴＳＵＫＡ

１９７７，１９８３］。 筆 者 らは１３村 落 に分 散 して居 住 す るギデ ラ族 全 体 を対 象 と して 人 類 生

態学 的 調査 を お こな った。 共 同調 査 者 の大 塚 ，鈴 木 ， 河 辺 ，稲 岡 （いず れ も東 京 大 学

医学 部 保 健 学 科 人 類生 態学 研 究 室 ） らと筆 者 に よ る共 同 調 査 の結 果 につ いて は ， これ

ま で に も多 くの 報 告 が あ る　［河 辺 他　 １９８２； 鈴 木 　 １９８３； ＳｕｚｕＫＩ　ｅｔ　ａｌ． １９８４；

ＯＨＴｓｕＫＡ　ｅｔ　ａｌ． １９８４；ＯＨＴｓｕＫＡ　ｅｔ　ａｌ．１９８４］。 筆 者 は， ビナ トゥ リ河 の 中 流 部 に 位

置 す る ウメ村 に滞 在 し，小 児 の発 育 と育 児 に関 す る調 査 をお こな った 。 その 結 果 につ

い て は ，学 会 報 告 をふ くあ ，一 部 公 表 した ［秋 道 　 １９８２ａ，１９８２ｂ；秋 道他 　 １９８２］。

　 ギデ ラ族 の社 会 に は年 齢階 梯 制 が あ る。 表 １に は，筆 者 の 滞在 した ウメ村 にお け る

人 口 が年 齢 階 級 ご と に しめ されて い る （表 １）。 本 論 で い う小 児 は， 年 齢 階 級 で ソブ

ジ ョグ ウ ォグ ラsobujogwogra（ ＳＷ ：男 ），ソ ブ ジ ョグ ガ ム ガ イ ｓｏｂｎｊｏｇｎｇａｍｕｎｇａｉ（ＳＮ ：

女 ） （いず れ も生 後 か らほ ぼ ６～ ７歳）， ヤ ム ウ ォ グ ラyamwogra（ ＹＷ ：８～ １５歳 の

男 ）， ガ ム ガ イ ウ ォ グ ラ ｎｇａｍｕｎｇａｉωｏｇｒａ （ＮＷ ：８歳 ～ 結 婚 まで の女 ） に それ ぞ れ 属

す る。 と くに 中心 的 な 考察 の対 象 と した の は，生 年 月 日 のわ か って い る小 児 １６人 （男

１１人 ， 女 ５人 ） で ，調 査 時点 で の年 齢 が ３歳 未 満 の もの で あ る。

３５３
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Ｌ 　ギデラ族における医療環境

１． 病 気 と 自然環境

　 ギデ ラ族 の 生 息 地 は，低 湿 地 帯 で あ り，高 温 ・多 湿 な 気 候 が特 徴 で あ る。乾 期 （４～

１０月 ） と雨 期 （１１～ ３月 ） の 区 別 は比 較 的 明 瞭 で あ り，気 温 は年 平 均 ２７。Ｃ く らいで

あ る。 この地 域 で は，熱 帯 の低 湿 地 特有 の さ ま ざ まな病 気 が み られ る。 マ ラ リア， 化

膿 性 の疾 患 ，感 染 症 ，皮 膚病 な ど の他 ，と くに小 児 の場 合 ，低 栄 養 症 （Ｐｒｏｔｅｉｎ－Ｃａｌｏｒｉｅ

Ｍ ａｌｎｕｔｒｉｔｉｏｎ） が特異 的 に み られ る。 ま た ウ メ村 は ビナ トゥ リ河 畔 にあ り， 河 の生

水 が飲 用 と され るの で， 細 菌 性 の消 化 器 疾 患 （赤 痢 ，下 痢 ） も多 い とお もわれ る。 ウ

メ が都 市 で あ るダ ル ー に ちか い こ とか ら， 性 病 を もつ もの が若 干 い る。

２． 医療環 境

　 ギデ ラ族 に お け る病 気 と治 療 に つ いて は，す で に鈴 木 の報 告 が あ る ［鈴 木 　 １９８３］。

注 目す べ き点 は ，（１）シ ョゥガ の地 下 茎 （ｋｕｍａ：Ｚｉｎｇｉｂｅｒ　ｏＬＯｉｃｉｎａｔｅｓ） と， シ ョウ ブの地

下 茎 （ｓｉｒｕωａｉ：Ａｃｏｒｕｓ　ｃａｌａｍＺｔＳ） が 伝 統 的 な常 備 薬 と され て い る こ と， （２）淡 水 産 の二

枚 貝 （Cｏｒｂｉｃｕｌａ　ｓｐ．） の剥 片 （ｂｉｓｅｌ） を もち い ，皮 膚 の 表 面 に傷 を つ け ，体 内 にた ま っ

た 悪 い 血 を だす と い う潟 血 法 （これ も ｂｉｓｅｔと よ ばれ る） が頻 繁 に もち い られ る こ と，

（３）呪 術 を と もな う治 療 と と もに， ダ ル ー総 合病 院 （Ｄａｒｕ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ）や各 地

の 診療 所 （Ｈｅａｌｔｈ　Ｃｅｎｔｅｒ），医 療 施設 （Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ）を通 じた 現 代 医療 が徐 々に普 及 ・浸

透 し，全 体 と して 両者 が併 存 して い る こ と， の三 点 を あ げ る こ とが で き る。

　 と くに ウ メ村 の 場合 ，上 記 の （１）～（３）の特 色 は非 常 に顕 著 に見 い 出 さ れ る。 す な わ ち ，

村 の立 地 条 件 に着 目す る と， ウ メ周 辺 の ビナ トゥ リ河 か ら，濾 血 法 に も ち い られ る二

枚 貝 が大 量 に とれ （肉 は食 用 とな る）， 常 備 薬 とな る シ ョウ ガ ， シ ョウ ブ は と もに周

辺 環 境 に生 育 す る。 また 医 療 品 が ダ ル ー総 合 病 院 か らビナ トゥ リ河 経 由で モ ー タ ー ボ

ー トに よ り容 易 に は こば れ る。 ウ メ に は医療 施 設 が あ り
， ビナ トゥ リ河 の 下流 部 ，約

８．５　ｋｍ の ク ニ ニ に は診 療 所 が あ る （徒 歩 で片 道 ，数 時間 の行 程）。 ダ ル ーの総 合 病 院

へ は徒 歩 と カ ヌ ーを利 用 し， 半 日の 行 程 で ゆ くこ とが で きる ［秋 道 　 １９８２ｂ］ （図 ２）。

３． 小児の衛生環境

　日常生活において，小児は歩行可能になるまで，ココヤシの葉製バスケ ットのなか

にいれておかれる。家屋内では布で くるまれたりパ ンダヌスの葉製マットの上に横た
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図 ２ ウ メ 村 周 辺 の 概 念 図

え られ る。 小 児 が歩 き出 す と，半 ズ ボ ンや下 着 を身 につ け る よ うに な る が， 上 半 身 は

裸 の ま まの こ とが多 い。 小 児 は ２歳 く らい ま で ，何 の 着 衣 も身 に つ け て いな い 。 成 人

を ふ くめた 村 民 の ほ とん ど は裸 足 で あ る。

　 小 児 は と ころ か ま わ ず 排 便 す る の で ， 母 親 は ／ｏｏｇ と よば れ るフ トモ モ科 の 木

（Ｍ ｅｔａｌｅｕｃａ　ｃ£ ｌｅｕｃａｄｅｎｄｒｏｎ） の樹 皮 や コ コヤ シの外 皮 の繊 維 束 を使 って ，局 部 を拭 い

て や る。 紙 や 布 きれ を 使 って い る母 親 は， １６例 中 ； ３例 に しか す ぎ な か った 。

　 母 親 は小 児 の 水 浴 の 世 話 を す る。 水 浴 は， ３歳 未 満 の小 児 で １日 ３回 （朝 ， 昼 ，夕

方）， ビナ トゥ リ河 畔 で比 較 的， 規 則 正 し くお こな わ れ る。 母 親 が 焼 畑 で働 く 日の水

浴 は，朝 と夕 方 の ２回 が ふ つ うで あ る。 石 けん は，小 児 の寝 具 や 衣 類 を 洗濯 す る ほ か ，

小児 の身 体 を洗 うた あ に も と き ど き使 われ る。 こ う した世 話 は， 小 児 が ビナ トゥ リ河

に飛 び こん で 遊 ぶ こ とが で き るよ うな 段 階 （ほぼ ６歳 以 上 ） に達 す るま で つづ く。 食

事 用 の食 器 類 も ビナ トゥ リ河 畔 で水 洗 され ，棚 で 乾 燥 され る。

　 家屋 は高 床 式 で ， 地 上 か ら床下 まで 約 １．５～ １．８ｍ あ る。 家 屋 内 は， 板 敷 き で そ の

上 にパ ンダ ヌス の葉 で つ く られ た マ ッ トが しかれ て い る。小 児 が寝 る特 定 の 場 所 はな

い。 母 親 が添 い寝 をす る。 カ よ けの た め の小 型 の 蚊 帳 を も って い るの は村 で ３家族 に

しか す ぎな い。

　 食 事 は屋 外 と と もに室 内 で もお こな わ れ る。 室 内 につ くられ た炉 で炊 事 が お こな わ

れ るの で ， 煙 の た め室 内 の空 気 が悪 くな る こ とが あ る。
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　 つ ぎに 予 防接 種 の 普及 状 況 を ，育 児 手 帳 の記 載 を も と に し らべ た 結 果 ， ウメ村 の小

児 が も っ と も最 初 に予 防 接種 を うけた と確 認 され た の は１９７３年 で あ った 。 予 防接 種 は ，

ほ とん どの 場合 ， ク ニニ の診 療 所 で お こな わ れ た もので あ る。 ダ ル ー総 合 病 院 で 接種

した もの も若干 い る。 ３歳 未満 の 小 児 は 三種 混合 ワ ク チ ン （Ｔ．Ａ． と記 載 ：Ｔｒｉｐｌｅ

Ａｎｔｉｇｃｎ），小 児 麻 痺 の ワ クチ ン （Ｓａｂｉｎ とか Ｐｏｌｉｏ と記載 ），　ＢＣＧ の ３種 類 の 予 防

注 射 を うけて い た。 例 外 的 に， １９７３年 生 れ の女 の子 １人 は１９８１年 に破 傷 風 の 注 射 を う

けて い る。 １６人 の小 児 の う ち，生 後 １０カ月 未 満 の小 児 ３人 を のぞ いた１３人 は， か な ら

ず予 防 接 種 を うけ て い る が， 上 記 の ３種 類 と も うけ て い る の は１０人 で あ った 。

　 パ プ ア ニ ュ ーギ ニ ア 国 で は， １９７５年 の独 立 後 ，全 国 的規 模 で栄 養 ・医療 政 策 が推 進

され て きた が， 西 部州 で は ，１９７８年 の 時 点 で も Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ が は じめ られて

いな か った ［ＬＡＭＢＥＲＴ　 ｌ９７８］。

４． 小 児 の発 育 ・食 物環境

　 小 児 は母 乳栄 養 に よ り育 て られ る。 粉 ミル クに よ る瓶 栄 養 は現 在 ， ギ デ ラ族 の み な

らず ， パ プ ァ ニ ュ ー ギニ ア 国全 体 で 法 律 的 に禁 止 され て い る ［ＬＡＭＢＥＲＴ　 ｌ９８０：２３－

２５］。 離 乳 食 の開 始 時 期 は一般 的 に は や く，生 後 １カ月 以 内 で あ る。 あ らか じあ母 親

が咀 囎 した 離 乳食 が 小 児 に あた え られ る ［秋 道 　 １９８２ａ］。 母 親 が 口腔 内で 食 物 を咀

噛 す る方 法 は，不 衛 生 で あ り小 児 が病 気 に罹 患 す る原 因 にな る と して ， ダ ル ー の総 合

病 院 で は禁 止 を よ びか けて い る。 しか し， こ う した よ びか け は実 質 的 に無 視 さ れ て い

る。 小 児 が １歳 以 上 にな る と， 食物 が直 接 あた え られ る機 会 が増 加 す る。

　 小 児 に あた え られ る植 物 性 食 物 と して は ，バ ナ ナ， タ ロイ モ ， サ ッマ イ モ ， カ ボ チ

ャ， サ ゴ ヤ シ，緑 色 野 菜 ， コ コヤ シ， そ の他 の 栽 培作 物 が ふ くま れ る。 動 物 性 食 物 と

して は ， ビナ トゥ リ河 で獲 得 され る小 魚 ， テ ナガ エ ビ，貝 な どの他 ， 狩 猟 に よ る野 ブ

タ ， シカ ，大 小 の鳥 が ふ くまれ る。 輸 入食 品 につ いて は， コメ ，小 麦 粉 な どの 他 ，魚

の か ん づ め が利 用 され る。

　 小 児 の発 育 を体 重 に即 して の べ る と， 生 後 ３～ ４カ月 まで の 発 育 量 は 日本 人 や イ

ギ リス人 の標 準 値 と く らべ て ほ ぼ同 じ程度 で あ るが ， そ の後 ， 次第 に発 育 が 緩 慢 にな

り， い わ ゆ る発 育遅 滞 の現 象 が 観 察 され る ［ＢＡＲＮＥｓ　 ｌ　９６３；Ｗ ＡＲＫ　ａｎｄ　Ｍ ＡＬｃｏＬＭ

Ｉ９６９；Ｍ ＡＬｃｏＬＭ　 ｌ９７０；秋 道 他　 １９８２；ＳｕｚｕＫｉ　ｅｔ　ａｌ． １９８４］。 離 乳 食 の 開 始 時 期

は上 に の べ た よ う に １カ月 以 内 で あ る が ， 授 乳 期 間 は 約 ２年 で あ り， ニ ュ ー ギニ

ア の 高地 で ３～ ４年 で あ るの と く らべ て 短 い ［Ｍ ｃＫＡＹ　 １９６０；ＶＥＮＫＡＴＡｃＨＡＬＡＭ

ｌ９６２；ＢＡＩＬＥｙ　１９６４；ＢＥｃＲｏＦＴ　 １９６７；Ｍ ＡＬｃｏＬＭ　 １９７０］。
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　ギデラ族における小児の栄養状態は悪く，発育遅滞が顕著である。小児は栄養不良

による低栄養症のほか，マラリア，小児性下痢，はしか，その他の感染症に罹患 しや

すい条件におかれている。

　 ５． 小児 の育 児環境

　小児の育児には母親が中心的に携わる。授乳はいわゆる無制限でその都度，小児に

あたえられる。小児に食物をあたえ，水浴をさせるのも母親である。小児が自由に遊

びまわり，おもちゃの弓矢や小型のバスケットを使えるようになると，父親は子供に

弓をつ くり，母親はバスケ ットを編んでやる。

　母親は農作業やサゴヤシの採集作業に従事するさい，小児を畑やサゴヤシのある湿

地につれてゆく。ただし，小児が ２～ ３歳 くらいまでのあいだは，父親が同行するこ

とが多い。父親が狩猟や魚とりにゆくさい，小児がつれていかれることはない。母親

が小児の面倒をみることができないときは，父親や小児の年長の兄弟姉妹がかわりを

つとめる。

　母親は，小児が歩行可能になるまでバスケットにいれてはこぶ。小児が歩けるよう

になると，父親が小児を抱いてはこぶことが多い。

皿． 病気の概 念 と生殖理論

　 １． 病 気 の 概 念

　 ギデ ラ族 の あ い だ で は ，病 気 の こ と は一 般 に ｋｏpａとよ ば れ る。　ｋｏpａは さ らに 知 ６α

ｋｏＰａ と ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏＰａ に区 分 され る 。」αｂａ　ｋｏＰαは 「単 な る病 気 」，　ｒｕｇα　ｋｅ　ｋｏＰａ は 「入

間 ， あ る い は ギデ ラ族 の病 気 」 と い う意味 で あ る。

Ａ． Ｊａｂａ　ｋｏpａ

　 知 加 ん卿 は， 自然 に感 染 して一 定 の治 療 を施 す こ とに よ り治 癒 す る と考 え られ て

い る。 病 気 の 生 じる部 位 に よ り，ん伽 磁 卿 （腹 の病 気 ：加 初π は 「腹 」 の 意 味）， 窺ψ

ｋｅＰａ（頭 の 病気 ：ｍｏＰ は 「頭 」 の意 味），　ｄｏｒｕ　ｋｏpａ（胸 の病 気 ：ｄｏｒｕ は 「胸 」 の 意 味）

の よ うに わ け るの が 一 般 的 な 区分 で あ る。 病 名 の分 類 基 準 とな る身 体部 位 と して は，

前 述 の もの以 外 に， ｋｕｕｔ（心臓 ），！ｏｒｏｒａ （脇 腹 ），　Ｐｕｒｏ （肩 ），／ｏｎｉ （首 ），　ｏｓａ （腿 ），

yａｍｕ （腕 ），　ｋｕwａ （脚），　ｔａｔｅｋａｋ （下 顎 ），　ｓｏｋｕ （鼻），／ｕｒｕ （目），！ｕｋｕ （耳 ） が あ る。

しか し， これ以 外 に も，gwａ ｍｂｉ（風 邪），　ｖａａｉ （で き もの ，傷 ，化膿 ），　ｇｕuｒ（皮 膚 病

　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 ３５７
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一 般 ）
，ηπ脚 （ぜ ん そ く），ｋωｏｏｉ（膨 れ）， とい った よ う に，語 の形 態 上 ，　ｋｏｐａ とい

う名 詞 との複 合 語 を つ く らな い病 名 もあ る。 こ う した 病 気 に は， 身体 の表 面 ， あ るい

は末 端 部 に生 じる もの が お お くふ くま れ るが ， か な らず しも明 確 に 柳 α とい う名称

の つ い た病 気 と， 部 位 や病 因 が区 別 さ れて い るわ けで はな い。 ブ磁α肋ρα とみ な され

て い る もの とそ の治 療 方 法 につ い て は， 次 章 で あ つ か う。

Ｂ． Ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏpa

　 ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏpａの こ とは ，別 に ｇａｌｉyａと もよ ば れ る。　ｇａlｉyａのな か にふ くまれ る病 気

の種 類 と その症 状 には以 下 の よ うな もの が あ る。

ｋｏｏｂ： 人 間 の体 が痩 せ て 弱 々 し くな る病 気 で ， と くに下 腿 部 の内 側 が痩 せ ，皮 膚 が黄

色 くな る。

ｓｅＶＵ　ｖａａｉ： 生 殖 器 か ら， 肛 門部 周辺 にで き る大 きな化 膿 性 の腫 れ 。

ｇａｂａωｕｏｋｉ　：背骨 や背 中 にす る ど い痛 み を生 じる病 気。

　 ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏＰａ は， ギデ ラ族 の 超 自然 観 や 部 族 の歴 史 とか か わ る病 気 で あ り， これ ら

の病 気 に入 間 が かか るの は，下 記 に しめ した よ うな禁 忌 （ｇｗｏｏｇ と よば れ る） を犯 し

た か らで あ る と説 明 さ れて い る。 この病 気 は禁 忌 を 犯 した本 人 だ けで な く， そ の個 人

が 属 す る氏族 （ク ラ ン） の 成員 が罹 患 す る場 合 が あ る。

（１） 祖先 崇 拝 や超 自然 観 に も とつ く食 物 禁 忌 を 犯 した と き，

（２＞ 妊 娠 中 ， あ る い は 出産 後 ，女 性 が きめ られ た 禁 忌 食 物 を無 断 で 食 べ た と き，

（３） ギデ ラ社会 で お こなわ れ る姉妹 交 換 婚 の規 則 を破 って 結婚 した と き，

（４） 他 人 の妻 と姦 通 を犯 した と き，

と人 々 は考 え て い る。

　 上 記 の う ち，（１）と（２）で は ，個 人 と祖 先 霊 との 関 係 が 注 目 され て い る。 一 方 ，（３）と（４）

で は， ク ラ ン間 の 関係 が 問題 と され て お り，回 避 しな けれ ば な らな い もっ と も重 大 な

禁 忌 とされ て い る。 も し規 則 を破 って病 気 に かか った もの が死 ぬ と， それ は相手 方 の

ク ラ ンの人 間 が 黒 魔 術 を しか け たた めで あ る とさ れて い る。 呪 術一 般 ，呪 医， 白魔 術 ，

黒 魔 術 の こ と はminjamと よ ばれ る。 ノ訪 ¢んψα に た い してそ れ ぞ れ 対 処 療 法 が あ る

よ うに ， ｒａｇａ　ｋｅ　ｋｏＰａ にた い して も， 黒 魔 術 に対 抗 す る 白魔 術 が お こなわ れ る。

　 い ず れ にせ よ， ギ デ ラ族 は病 気 を性 質 の ま った く異 な る二 つ の もの に 区分 して 考 え

て お り，jaba　ｋｏｐａ が 自然 との か か わ りにお いて ，　ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏＰａ が入 間 ・超 自然 との

か か わ りにお いて そ れ ぞ れ規 定 され た病 気 で あ る と考 え る こ とが で き る。
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２． 生 殖 理 論 と死

　ギデラ族の死にたいする基本的な考えかたは，人間の死は黒魔術によりもた らされ

るということである。すなわち，だれかが死ぬとそれは別のだれかが黒魔術を しかけ

たためであるとみなされる４）。

　 しかし病気以外による人間の死で注目しなければな らないのは，嬰児殺 し，老人殺

し，堕胎などの行為を通 じた死である。ギデラ族のあいだで過去おこなわれていた嬰

児殺し，老人殺 し，堕胎などの行為が病気や死にたいする認識との関連でどのように

位置づけることができるかをここで検討する。

Ａ． 妊 娠

　 ギデ ラ族 の考 えで は， 妊 娠 は 男女 の性 交 に よ って成 立 す る と されて い る。 妊 娠 の こ

と はkomuと 一 般 に よば れ る。他 の 人 が み て そ れ とわ か る段 階 は 肋搬蜘 η と称 され る。

加 襯 は 「腹 」 の意 味 で あ る。 妊 娠 した か ど うか は， 月経 が な い こと に よ り判 断 され

る。月 経 期間 は ｍｏｂｉｔ　ｗｕｄａｒ（ｍｏｂｉｔは天 体 とおな じ 「月」，　ｗｕｄａｒ は 「期 間 」 の 意 味

を あ らわ す），月 経 （wooji） は 「血 」 を もあ らわ す こと ばで あ る。

　 妊 娠後 ， 胎 児 が 成 長 す る 場所 （子 宮） の こ とは ωｏｇｒａ　ｍｅｔ 「小 児 の家 」 と よば れ

（ωｏｇｒａ は 「子 供」，　ｍｅｔは 「家 」 の意 味 ），不 妊 症 の 女 性 は，腹 の なか に ωｏｇｒａ　ｍｅｔを

もた な い か ら妊 娠 しな い と い う説 明 を うけた。

　 胎 児 を 区分 す る 名 称 が 二 つ あ る。 一 つ はyuｒ ｕｋｕpで ，yuruは 「目， 丸 い もの」，

ｋuｐは 「種 子 」 とか 「実 」 の意 味 で あ る。 腹 の な か で胎 児 が大 き くな り， 動 き だす 段

階 は，pｒｏｎ と よ ばれ る。 この二 つ の名 称 は動物 の胎 児 にた い して も適 用 され る。

Ｂ． 避 妊

　年とった女性は自然に妊娠 しないと考えられているのにたいし，若い女性は避妊す

る必要がある （その理由については，Ｄ．の項で述べる）。 避妊 のため，wukakと よ
　 　 　 　 　 　 とう

ば れ る野 生 の藤 の つ るを つぶ した 液 を の む方 法 が 採用 され る。wukakは 家 を建 造 す る

さ い ，材 木 を しば るた め に もち い られ る。 この場 合 ，避 妊 の方 法 は， ωｕｋａｋで ωｏｇｒａ

物 ’を しば って胎 児 が そ だ たな い よ うに す る と い う観念 に も とつ いて い る。

４）ギデ ラ族 の居住地 域より西のケ ラキ族 のあいだで も，「本当の」病気 とそれ以外 の邪 術 が 関

与す る病気に区分 され る　［Ｗ ＩＬＬＩＡＭｓ　 １９６９：３３５－３３６］。 しか も， 人間の死は他人の邪術によ

って もた らされると考え られている。
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Ｃ． 堕 　 胎

　 堕 胎 の た め 過 去 に お こなわ れ た方 法 につ いて 筆 者 は ２通 りの情 報 を えた 。一 つ は，

妊 婦 が ワ ニ の生棲 す る場所 に ふ み こむ こ とに よ り腹 の な か の 胎 児 を流 産 させ る こ とが

で き る とい う考 えか た で あ る。 ワニ の い る 場 所 の こ とは ２ｉｂｕｒｏ　Ｐａａｂｕ とよ ばれ る。

この 場 合 ， 妊 婦 が ワニ （yiburo） の い る場 所 と接 触 す る こ とに よ りワ ニの 属 性 が妊 婦

の 胎 内 に お よ び ， ワニ の 長 い 尾 が胎 児 を 巻 きつ け て殺 して しま う とい う接 触呪 術 に も

とつ いた 観 念 が み られ る ［秋 道 　 １９８１］。

　 も う一 つ は，yaapと 一 般 に よば れ る灌 木林 にあ る 半 円 形 を し た ドー ム 状 の 黒 い

ア リ塚 （ｄｕｕｎｉと よば れ る） をつ か う方法 で あ る。 まず ア リ塚 を と り さ りその 部 分 を

掘 り，数 メ ー トル はな れ た と ころ まで 地下 穴 で つ な ぐ。 一 方 の穴 の入 口 で ア リ塚 を二

つ ，任 意 に え らん だ木 と と もに燃 や し，他 方 の穴 に局 部 を さ ら して腰 か け る。 木 が 燃

えて で き る煙 が妊 婦 の産 道 か らwｏｇｒａ　ｍｅｔに入 り， そ の煙 に よ り胎 児 を 殺 す こ とが で

き る と考 え られ て い る。 この さ い， ア リ塚 か らで る煙 （ｎｇｕｒｕｎｇｕｒ） が胎 児 を料 理 す る

　（ｗｏｇｒａ　ｏｇｕｎａ：ｏｇｕｎａ は 「料 理 す る」 の 意味 ） と い う表 現 が も ちい られ る。　ｏｇｕｎａ と

い う ことば は，「生 の もの を 調理 す る」こ とを あ らわ す と と もに，「駄 目 にす る」 とい う

意味 を もつ 。後 に病 気 治 療 に関 す る部分 での べ る よ う に煙 は一種 の治 療 法 と して頻 繁

に もち い られ ， この場 合 も胎 児 を殺 す た め に も ち い られ て い る。 なぜ ア リ塚 が も ちい

られ るの か とい う こ とにつ いて 明 確 な説 明を うけ る こ とが で きな か った が， 筆 者 はつ

ぎの よ うに考 えて い る。 ギ デ ラ族 の伝 統 的 な祖 先 観 に関 連 して ， さ まざ ま な動 物 にた

いす る考 え方 が あ り， そ れ に応 じて 食 物 や言 葉 の禁 忌 が発 達 して い る。 い ま ，草 原 や

灌 木 林 に生 棲 す る ワ ラ ビー （Ｗ ａｌａｂｉａ　ａｇｉｌｉｓ）は ， ギ デ ラ族 の創 成 説 話 に登 場 す る重 要

な 動 物 で あ り禁 忌 の対 象 と され て い る。 しか も，祖 先 崇 拝 と関 連 して お こな わ れ る儀

礼 の場 で は， ワ ラ ビー の通 常 の 名 称 で あ る ｓｅｂａで はな く，ｄｕｕｎｉと い う こ とば を もち

いな けれ ば な らな い。 この こ とば 自体 は ア リ塚 を さす 。 つ ま りワ ラビ ー が茂 み に潜 ん

で い る姿 が ア リ塚 に類 似 して い る こ と と関 連 す る。 ア リ塚 は ワ ラ ビー で あ り， そ の ア

リ塚 か らで る煙 は禁 忌 に み ちた 非 常 に危 険 な性 格 を も って い る。 そ の た め， 煙 に よ り

胎児 が害 を うけ結 果 的 に死 ん で しま う とい うの が私 の 解 釈 で あ る。

　 バ ッ ドン ［ＨＡＤＤｏＮ　 ｌ９７１：２４５－２４７］ １こよ る と， か つ て この地 域 の住 民 に と り

ｃｈｅｂａ（ｓｅｂａ の こ と） は， 共 通 の 「母 」 で あ り， これ を食 す る こ とは禁 止 され て い た。

　 いず れ の場 合 で も， 禁 忌 と関連 した ワニ ， ワ ラ ビー な ど の動 物 が い る場所 や動 物 自

体 ， あ るい は そ れ の類 似 物 に接 触 す る こ と によ り胎 児 が死 ぬ と考 え られ て い る点 で は

一 致 す るわ け で あ る
。 しか も， 堕 胎 は ， ワニ の い る湿 地 や ワ ラビ ーの 生棲 す る茂 みで
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秘かにおこなわれる。堕胎がギデラ族の超自然観 と密接に関連 していることは以上の

記載からあきらかである。なお，動物にたいする禁忌や変身の問題についてその一部

を報告 したが ［秋道 １９８２ｃ］，さらに別稿においてくわ しく論じる予定である。

Ｄ． 嬰 児 殺 し

　 キ リス ト教 の一 派 で あ る ロ ン ドン宣 教 協 会 （ＬＭ Ｓ：Ｌｏｎｄｏｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）

や西 洋 文 明 が ギ デ ラ族 の社 会 に はい る今 世 紀 初 頭 ま で ，人 々 は， 生 ま れ て くる子 供 の

数 を制 限 す る習 慣 を も って い た。 最 長 老 の イ ンフ ォー マ ン トに よ る と， か つ て １家 族

あ た りの小 児 の数 は最 大 で ４人 （男 ２人 ， 女 ２人） と きめ られ て いた。 そ の た め， ５

入 目の子 供 を妊 娠 した さい ，上 記 に のべ た よ うな 堕 胎 とと も に，嬰 児 殺 しが お こなわ

れ た。 そ の方 法 は， 貝 製 の ナ イ フで 生 後 ま もな い 新生 児 のへ その 緒 を き る とき ， ふつ

う ２０ｃｍ く らい の長 さ に き る と ころ を故 意 に人 差 指 く らいの な が さに 短 く き ると い

う方 法 が 採 用 さ れた 。 へ その緒 を短 く きる と新 生 児 は 出血 多 量 のた め死 ぬ と考 え られ

る。 しか も， へ そ の緒 は， 生 ま れ た て の小 児 （ｓｉｓｅｒ　ｗｏｇｒａ　：ｓｉｓｅｒ は 「最初 の」の意 味）

を いれ るバ ス ケ ッ トにむ す び つ けて お か れ る重 要 な もの で あ る。 母 親 の 胎 内 で は，へ

その 緒 に よ り母親 とつ なが れ て お り，生 後 は ，へ そ の 緒 を む すん だバ ス ヶ ッ トを母 親

が もち は こび ，新 生 児 の世 話 を す る。 す な わ ち， この バ ス ヶ ッ トは母 親 の 胎 盤 と類 似

した 位 置 を あ た え られ て い る点 に注 目す べ きで あ ろ う。

Ｅ． 老人殺 し

　やはり，キリス ト教の布教の影響で禁止 されるようになったが，老衰 して動 くこと

のできな くなった老人を殺す習慣がギデラ族の間で はおこなわれていた。bujibuji ruga

とよばれる老衰段階の老人は， 日常生活の場から う吻必卿 膨’とよばれる小屋に隔離

された。その小屋に小さな穴をつ くり，外から呼びかけて中から返事があると穴から

食物をさしいれた。もし返事がないと食物をあたえずそのまま死んだものとされた。

　 このようにギデラ族のあいだでは，避妊，堕胎，嬰児殺 し，老人殺 しが過去におい

てはおこなわれていた。 このうち嬰児殺 しや老人殺 しの場合，へその緒をみじかくき

ったり，老人には食物をあたえないといったように，独立 した人間の生命を直接，手

をくだしてうばう方法がもちいられていた。これにたいし，堕胎は母体内にいる胎児

のみを殺すたあに，超自然的な力を媒介とした方法がもちいられる。そのため，ワニ

やワラビーなどの動物がもつ属性が超自然的な力と接触するうえで利用されていた。

　胎児が超自然的観念とむすびついた特殊な存在 と考えられている点は，嬰児の場合
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と異なっている。 このことは，胎児が母胎内にいるあいまいな存在であることと無関

係ではない。妊婦が難産におちいったさい，通常の治療方法ではなく，白魔術が実施

されるのは，対象が胎内にいる胎児であるからである５）。

ＩＶ． 小児の病 気 と伝統的治療法

　前章でのべたギデラ族の病気にたいする認 識をふまえ，本章 ではとくに」’ａｂａ　ｋｏＰａ

にたいする治療についてとりあげる。とくに注目したのは，小児が病気に罹患 したさ

いの伝統的な治療方法が，成人にたいする場合とかならず しも同 じであるわけではな

く，病気によって特徴的な治療方法がほどこされるという点である。なかで も小児へ

の病気治療における授乳行為および母乳自体がギデラ族の病気治療のなかでも特徴的

な性格をもつことを指摘 してみたい。なお，病気とその治療法に関する情報は村の最

長老よりえた。

　 １． 結 果

記載は，病気の簡潔な説明と小児にたいしてほどこされる治療法についてふれ，と

くに小児にたいする治療法が成人にたいする方法と異なっている場合，その違いにつ

いてもふれる。

Ａ． 下 痢

　 下 痢 の こと は，lia krunjiと よば れ る。liaと い うの は 「排 便 」 を ，krujniは 「水 っ

ぽ い」 とい う こと をそ れ ぞ れ あ らわ す 。

離 乳 前 の小 児

　 母 親 が（１）乳 房 に黄 色 の 土 を ぬ り， そ の ま ま小 児 に 授乳 す る。 乳 輪 の ま わ りに付着 し

た 土 は， 母 乳 と と もに乳 幼 児 に摂 取 され る。 ② 樹 上 性 の ア リ （方 名で ｂｕｕｇ， と くに

ｋａｓａｋａｓａ　ｂｕａgと よ ばれ る ツ ム ギ ア リ ：ＯｅｃｏＰｈ７１１ａ　ＳＰＰ．） を コ コヤ シ殼 製 の容 器 に い

れ ， それ を つ ぶ して えた 液 を 母親 が の む。

離 乳 後 の小 児

　 （３）前 述 の ア リの しぼ り汁 を小児 に １日に ２～ ３回 あ た え る。 （４）　ｖａｖｕｖ とよ ばれ る シ

ョ ウガ科 の 植物 の地 下 茎 を母 親 が 口腔 内 で咀 噛 す る。 そ れ を水 とまぜ ， １ 日に ４回 あ

５）その場合にお ける薬 と しては， ｓｉｒｕωａｉ，　ｋｕｍａの地下茎， クロ トンの葉などを咀囎 した液を

妊婦 の全身にぬ る方法 がとられる。
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た え る。 （５）採 集 した ハ チ ミッ （２ｕｕｇ）を水 と まぜ ，小 児 に あた え る。

成 　人

　 上 述 の（３）と（４）以外 に ，（６）シ ョウガ を 噛 み ， その 液 を 飲 む とい う方 法 が あ る。

Ｂ． 腹 痛

　 腹痛 の こ とは，ｋｏｍｕ　ｋｏｐaと よば れ る。　ｋｏｍｕは 「腹 」，　ｋｏＰａは 「病 気 」 を一 般 に あ

らわ す こ とばで あ る。

小 　児

　 小 児 が食 欲 を しめ さな い と，母 親 は下 痢 の とき の（３）～ （５）とお な じよ うな 方 法 で ア リ，

シ ョ ウ ガ， ハ チ ミッを 小 児 に あた え る。 も し，小 児 が食 物 を 吐 い た場 合 ，（１）水 か 未 成

熟 の コ コヤ シの 果 汁 を あ た え る。

成 　人

　 ②kremiyorと よ ば れ る淡 水 産 の 二枚 貝 の貝 殻 片 で つ くった小 型 の 刃 で 腹 部 に 傷 を

つ け，痛 み の も とと考 え られ て い る悪 い血 や ガ ス を 身体 か らだ す。 （３）バ ナ ナの 葉 を 熱

し，直 接 ， 患 部 に あ て る。 （４）／ｏｏｇ の 樹 皮 を 火 に あ ぶ り， 巻 いて筒 の よ うに し， これ

を 患部 に あて ， 息 を す い こむ こと に よ り， 体 内 の悪 い ガ スを と りだ す。

Ｃ． 便 　秘

　便 秘 の こ とは， ｌｉａｋｕｓａ　ｋｏpａと よば れ る。　ｋｕｓａ は 「～ の な い」 の意 味 で ，　ｔｉａｋｕｓａ は

「排 便 のな い」 こ とを あ らわ す 。

離 乳 前 の小 児

　 母 親 が まず ，（１）ア リをつ ぶ した 液 を飲 む。 （２）コ コヤ シの果 汁 を飲 む。 （３）ｖａｖｕｖ とい

う シ ョウガ 科植 物 の地 下 茎 を咀 囎 し， そ の液 を飲 む 。 そ の後 ，小 児 に授 乳 す る。

成 　 人

　 （４）黄 色 の 土 を小 さ く丸 めて ，摂 取 す る。 （５）朽 木 の下 に生 棲 す るア リ （ｂｕｒｅｌ■ａａｔ）１を

つ ぶ して 飲 む。

Ｄ． 風　邪

　風邪のことはgwambiと よばれる。

小　児

　小児が咳をしたり，鼻水をた らしたりした場合，（１）母親はココナツミルクを使用 し

た食物を摂取 しないようにする。母親の食べたココナツミルクが母乳を通じて小児に
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摂 取 され ， 小 児 の喉 を傷 つ け る と考 え られ て い るか らで あ る。

　 １５歳 く らい以 上 の若 者 にた い して は，（２）シ ョウ ガの 地 下茎 を けず って あ た え る。

成 　人

　 （３）シ ョウ ガを あた え る。 （４）ｇｏｍｕ （バ ンゥ コ ン ：」ＫａｅｍＰｆｅｒｉａ　ｇａｔａｎｇａ） の 若 葉 を 口腔

内 で 咀噛 し， その 液 を 飲 み ， カ ス はす て る。 （５）ｖａｖｕｖの茎 を咀噛 して その 液 を 飲 み ，

カ ス はす て る。（６）ｂｕｇｏｄ とよ ばれ る シ ョウガ科 の植 物 の茎 を貝 製 の 刃 で け ず りそ の液

を 飲 む。

Ｅ． 呼吸困難あるいはぜんそく

　動悸，息ぎれがして，呼吸困難におちいることは妙〃砂αとよばれる。 妙π妙αにた

いする伝統的な治療法はない。上述の風邪を併発することもあるし，突然，呼吸困難

におそわれることもあるという。もし小児がこの症状になった場合，ココナツを使 っ

た食物を与えないようにする。

Ｆ． 痛 　 み

　 肩 ，腕 ， 胸 な どの部 位 が ， 外 傷 に よ らず 痛 む さ い， そ れ ぞ れ ρπ７０融ん鋤 α （Ｐｕｒｏは

「肩」，ｋａｋ は 「骨 」），yumukak kopa（yumuは 「腕 」），　ｄｏｒｕｋａｋ　ｋｏpａ（ｄｏｒｕ は 「胸 」）

と よば れ る。

小 　児

　 （１）バ ナ ナ や大 きな 木 の葉 を熱 し， 患 部 にお しあ て る。 （２）ｂｉｓｅｌで 患部 に傷 を つ け，痛

み の も と と考 え られて い る悪 い血 や ガ スを 体 内 か らだ す。

成 　 人

　 ② の方 法 につ いて は同様 で あ るが この ほか に， （３）シ ョウブ の地 下 茎 を咀 囑 し， そ の

液 を飲 む ， （４）ｉａｋａｂｕｇｕｍ と よばれ る クス ノ キ 科植 物 （Ｃｉｎｎａｍｏｎｉｕｍ　ｓｐ．） の 根 を 咀 囎

した もの を 患部 にす りこむ ， とい った方 法 が と られ る。

Ｇ． 頭 　 痛

　 頭 痛 の こ と は，mop kopaと よば れ ，mopは 「頭 部 」 を さす。

　 頭 痛 の症 状 にた い して は ， （１）ｂｉｓｅｌに よ って額 に傷 をつ け， 身 体 の なか の 悪 い血 と

ガ ス を だす か ， （２）バ ナ ナ や大 き な木 の 葉 を 熱 して 患 部 に あて る。 この他 ，（３）シ ョウガ

を摂取 した り，④ ア リを頭 部 に こす りつ け る とい った 方 法 が と られ る。
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Ｈ ． 高 熱

　 高 熱 の 原 因 は，風 邪 や マ ラ リアに よ る こと が多 い と考 え られ る。 高 熱 が あ る こ とを

juwar mijagとい う。juwarは 「熱 」，mijagは 「大 きい」 ことを あ らわ す。

　 高 熱 を もつ もの は，年 齢 にか か わ らず ，室 内 で大 きな火 を た き， その そ ば に 寝 かせ

るよ うにす る。

小 　児

　 言 葉 が はな せ な い小 児 で も， 頭 部 や全 身 の高 熱 は第 三者 に も容 易 に判 断 で き る。 熱

を もった 小 児 が 満足 に立 つ こと も， 歩 行 す る こと もで きな い よ うな状 態 を 加廊 とよ

ぶ。 こ う した さ い，（１）脚 ，背 中， 腹 な どに ｂｉｓｅｌに よ り潟 血 法 を ほど こす。 （２）ノｏｏ８ の

樹 皮 を熱 し，巻 い た ものを 熱 を も った部 分 に あて 息 を す い こむ。 さ らにそ れ を 開 い て

身体 に お しつ け る。 こ うす る こと によ り，高 熱 の も と とな る悪 い ガ ス を体 内 か らお い

だ す こと がで き る と考 え られ て い る。 この他 （３）白 い泥 を小 児 の全 身 に塗 る方 法 が あ る。

成 　人

　 （４）ｒｏｂａｒｏｂａ とよ ばれ る植 物 の 葉 を水 と と もに しぼ り， 緑 色 の 汁 を 患 部 に こす りつ

け る。 （５）ｂｉyａｓ（Ｅｖｏｄｉａ　ｓｐ．） と よばれ る ア ワダ ン属植 物 の木 の葉 を けず り， 直 接 ， 患

部 に こす りつ け る。

１． 喉 ・口腔 内 の 腫 れ と痛 み

　 喉 ・口腔 内 の腫 物 や痛 み は，wuun vaaiと よ ばれ る。wuunは 「喉 」，vaaiは 「腫 物 」

を あ らわ す 。

離 乳 前 の小 児

　 乳 幼 児 の場 合 ， と くに舌 の 上 が ザ ラザ ラす る病 気 に な る こ と が あ る。 これ は，

ｖｕｒａｔｏｎ　ｖａａｉ とよ ばれ る。 その 場合 ，母 親 は， （１）バ ナ ナを まず焼 き，バ ナナ の黒 くな

った皮 を乳 幼 児 の舌 の上 にの せ るか ，（２）乳 房 の まわ り にバ ナ ナ の黒 い灰 をぬ りつ け る。

授 乳 の さ い， 乳 幼児 が母 乳 と と もにそ の灰 を摂 取 す る こ と にな る。

離 乳後 の小 児

　 小 児 が 声 の で な い状 態 にお ち い った場 合 ， （３）７００ｇ の木 の幹 にで きた こぶ状 の 突起

の な か にた ま った樹 液 を の ませ る。 （４）え６㍑ と よば れ る木 の樹 皮 を貝 殻 性 の ナ イ フで

け ず り， 水 と まぜ て あた え る。

成 人

　 （３）の ほ か・ （５）ツ カ ツ ク リ （ｍｏｒｅ： Ｔａｌｅｇａｌｌａ　jobiensis）や カ ン ム リバ ト （Ｐwｕｕz：

Goura victoria） な ど， 大型 の鳥 の 肉を 水 で煮 た ス ー プ をの む 。（６）魚 を 水 で煮 た ス ー プ
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を の む。 と くに き ま った魚 の種 類 が あ るわ け で は な い。 （７）んψ とい う品 種 の バ ナ ナ

を直 火 で焼 き，皮 の つ い た ま ま ４本 食 べ る。 （８）ア リを つぶ した 液 を飲 む ， と い った方

法 が あ る。

Ｊ． 目 の病 気

　 目 の病 気 の こ と は，yuｒｕｎｇａｒ と よ ばれ る。 ！ｕｒｕ は 「目」，　 ｎｇａｒ は 「悪 い」 こ とを

あ らわす 。

小 　児

　 小 児 の 目が 白濁 す る ことが あ る。 こ う した さい ， （１）Ｐｒｕｋｗｉ とよ ばれ る植 物 の や わ

らか い若 芽 で 目の 白 い部 分 を突 く。 黄 色 い 目 や に が 出 る と き，（２）水 で 眼 部 を 洗 い，母

乳 を患 部 につ け る ［ｃf　ＬＡＮＤＴＭＡＮ　 ｌ９２７：２２７］。

成 　人

　 盲 目や 白内 障 （yｕｒｕｓｅｂｏ） にた い す る治 療 法 は な い。 目が痛 む と き に は， （３）名 称 不

明 の木 の葉 を水 で煮 ，冷 えて か らそ の 葉 で 患部 を こす る。

Ｋ． 耳の病気

　耳の病気は，yukupya liaと よばれる。yukuは 「耳」で耳から液体 （ｌｉａ）がでる病

気をとくにさす。pyaは 「～とともに」の意味である。

小　児

　（１）biselで耳の一部に傷をつけ，火で熱した大 きな木の葉を耳にあてる。

成　人

　（２）草の茎を口で咀噛 してから， 耳のなかをきれいにする。 難聴 （yukupya　ｄｕｍ）に

たいする治療法はない。

Ｌ． 歯 　 痛

　 歯 痛 の こ と は，ｏｒｕ　ｋｏＰａ と よば れ る。　ｏｒｕ は 「歯 」 の こ とを さす 。

小 　児

　 （１）伽 ６１で 頬 の 部分 に傷 を つ け， 歯 痛 の も と とな る悪 い血 を だす。 （２）顔 面 部 が腫 れ

た と き， サ ゴヤ シの 葉柄 の先 に細 いひ もを ま い た もので ，歯 茎 の部 分 に傷 をつ け， 悪

い血 を だ す。

成 　 人

　 （１）以 外 に，（３）シ ョゥガ を 咀 囎 して ， その カス を 歯 の痛 む部 分 につ め る。 （４）ωＯＯＪ’ｉ と
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いう木の樹皮を貝殻でけずりとり，咀囎した液を口にふ くんだ後，口か ら吐き出す方

法がある。

Ｍ ． で き もの， 化膿

　 皮 膚 にで き るで き もの や ， けが に よる 外 傷 の化 膿 な ど は一 般 に ｖａａｉとよば れ る。

この な か に は， い くつ もの 種 類 が 区 別 され て い る。 一 般 に は， 化膿 した部 分 を ｂｉｓｅｌ

で切 開 して ， な か に た ま った 膿 をだ す方 法 が と られ る。

小 児

　 手 にで き る白ｉ癬 ，介 癬 な どの 皮 膚病 は，ｊｕｕｒと よば れ る。 この病 気 に は，（１）ココ ナ

ツオ ィ ル をぬ る。 脚 に で きた で き もの に は ，（２）ｋｕｃｈｏＰａ とよ ばれ る植 物 の果 実 を くだ

き，水 とまぜ 患部 に ぬ る。 体 中 にで きる 白 い斑 点状 の皮 膚 病 は 微吻 ｏｇ とよ ば れ， こ

の病 気 に た い して は，（３）yuwayuwaと い う木 の樹 皮 に土 を ぬ り，貝 殻 で この樹 皮 を け

ず る。 そ れ をyuwaｎ ｇ と い う木 の 葉 に つつ ん で 焼 い た もの を患 部 につ け る。

　 ナ イ フや ガ ラス な ど に よ る切 り傷 の 場合 ，（４）母 乳 を 傷 の 部分 に つ け る。 そ の 場合 ，

か な らず し も母 親 の 母 乳 で な く と もよ い。 も し傷 口 か ら出血 して い る場 合 に は，（５）他

人 の尿 を つ け る。

成 人

　 上 記 にの べた 方 法 以 外 に，vaaijogに は ，（６）joba（Ｆｉｎｓｃｈｉａ　ｃｈｌｏｒｏｘａｎｔｈａ） の葉 を咀 囎

し， そ れ を患 部 に あて る。 あ るい は，ｇｏｍωｕｔ の葉 を咀 囎 して ， そ の液 を患 部 にた ら

し， そ の の ち ，葉 をお しあ て る。 棒 や 弓矢 に よる外 傷 に は ，（７）他 の 男 の尿 を患 部 につ

けて も らう。 喧 嘩 な どで 人 に傷 つ け られ た 場合 ，（８）適 度 に熱 した 水 を 患部 に そ そ ぐ。

Ｎ． 咬 　 み

　 動 物 に咬 まれ た 場 合 ， 動 物 の種 類 や うけた 傷 の程 度 に よ って ， 治 療 の方 法 は異 な る。

　 カや ア リに咬 ま れた 場 合 の 治 療 法 は な い。 大 きな ハ チ に咬 まれ た と き は，（１）ワ ラ ビ

ー の新 鮮 な 緑色 の糞 を患 部 に こす りつ け る
。 ム カ デ に 咬 ま れた さい に は ，（２）ｂｉｓｅｌで

脚 の患 部 を切 り， コ シ ョウ科 の植 物 で あ る ωπ眈 の 茎 を しぼ った 汁 を こす りつ け る。

ω襯ん の かわ り に シ ョウ ブ を使 うこ と もで きる。

　 パ プ ア ンブ ラ ック とよ ばれ る猛 毒 の ヘ ビに咬 まれ た 場 合，（３）ｂｉｓｅｔで 下腿 部 の付 け根

を傷 つ け毒 をだ す。 しか しギデ ラ族 の 考 え方 で は， この ヘ ビに咬 まれ た 場 合 ， な ん ら

か の ｍ ａｇｉＣ によ る治療 が必 要 で あ る とい う。 詳 細 につ いて は不 明で あ るが ， ヘ ビに

咬 ま れ るの は， 咬 まれ た個 人 にた い して 黒魔 術 が しか け られ た か らで あ る と人 々 は考
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えて い る。 そ れ以 外 の治 療 方 法 はな く， あ と はた だ死 を待 つ の み で あ る。

　 ワニ に咬 まれ た場 合 は， 通 常 の 治療 方 法 が な く， この 場 合 もな ん らか の ｃｏｕｎｔｅｒ

ｍ ａｇｉｃ で 治 療 す る しか な い と考 え られ て い る。 魚 の背 ビ レや胸 ビ レの棘 で 外 傷 を う

けた 場合 ，（４）ｋｒｅｍｉ　ｏｒを焼 き，棘 を摘 出 して か ら，焼 いて 熱 くな った貝 を患 部 につ け

る。

０ ． 火 傷

　 火 傷 の こ とは ，wｕｎｂｏｉ　ｖａａｉとよ ばれ る。

小 児

　 （１）パ ンノ キ （Ａｒｔｏｃａｒpus　ｓｐ．）の 葉 を くだ き， その 汁 に母 乳 を まぜ ， 患部 につ け る。

（２）ｇｒｉｉとよ ばれ る木 の 若芽 の部 分 にふ くま れ る粘 着 性 の 液 を 患部 に つ け る。

成 人

　 （３）wｕｒｕｂｉとい うつ る性 植 物 の 葉 を 咀囎 し， 液 を患 部 にた らす。 そ の の ち， 咀囎 し

た葉 の カ ス を患 部 にあ て る。

Ｐ． 皮 膚病

　 皮 膚 病 の こ とは ，一 般 に ｇｕｕｒとよ ばれ る。 皮 膚 が か ゆ くな る ア レル ギ ー一一・・性 疾 患 は，

ｎｇｕｍ　zｕｍｕｚｕｍ と称 され る。　ｎｇｕｍ は 「皮 膚」，　ｚｕｍｕｚｕｍ は 「皮 膚 が か ゆ い」 状 態 を

さす。 皮 膚 病 にた い して は ，（１）wung woojiと い う木 の 皮 を け ず り， しぼ った もの と，

ω吻 とい う木 の皮 を焼 いた 灰 を まぜ ， 患 部 にぬ る。 な お りか けの さい に は
，（２）黄 色 の

土 を水 とまぜ ， 患 部 にぬ る。

　 皮 膚 が うず 巻 状 の カ サ カ サ に な る皮 膚 病 はgurujog（joｇ は 「本 当 の 」 とか 「単 な

る」 の意 味 ） と よば れ ，（３）前 述 の ｗｕｐｉの他 ， 完 熟 した コ コヤ シの胚 を けず った もの

を 患部 につ け る方 法 が あ る。 頭 部 に寄生 す る シ ラ ミに よ る皮 膚病 は 鋭吻 肱 ７と よば れ ，

（４）頭 髪 を短 か く刈 り， ココ ナ ツ ミル クや黄 色 の土 を ぬ り こむ。

２． 考 察

　以上が，小児の病気にたいしておこなわれている伝統的な治療方法である。 とくに

注目すべき点を以下にまとめる。

（１） いくつかの病気にたいする治療方法は，小児と成入 とで異なっている。とくに乳

幼児期にある小児にたいしては，薬が直接あたえられていない場合がある。そのさい，

ａ・母親がまず薬を摂取 し， 母体にいったん吸収された薬を授乳行為を通 じて小児に
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あ た え る方 法 ， ｂ・ 授 乳 の さい ，乳 房 に薬 を つ け ， 母 乳 と と もに薬 を あ た え る方 法 ，

小 児 に か ぎ らな い が ， ｃ． 母 乳 自体 を薬 と して患 部 につ け る方 法 もあ る。

② 　病 気 を なお す た め ， そ の元 とな る 「悪 い血 」 や 「悪 いガ ス」 を 体 内 か ら追 い 出す

とい う基 本 的 な 考 え 方 が あ る。 「悪 い 血 」 の こと はnegre wooji， 「悪 いガ ス」 の こ と

は ｎｅｇｒｅ　ｎｇｕｒｕｎｇａｒ と よば れ る。　ｎｅｇｒｅ は 「悪 い」，woojiと ｎｇｕｒｕｎｇａｒ は 「血 」， 「ガ

ス」を あ らわ す 。その た め にお こな わ れ る も っ と も一般 的 な治 療 方 法 は，貝 殻 を もち い

た濾 血 法 で あ る。 周辺 の キ ワイ 族 も病気 治療 に潟 血 法 を頻 繁 に も ちい る ［ＬＡＮＤＴＭＡＮ

ｌ９２７］。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｔ

（３）jaｂ ａ　ｋｏpaに た い して は， それ ぞれ 治 療 法 が あ る が ， ヘ ビや ワ ニ に咬 まれ る と，

死 ぬ 場合 が多 い。 す な わ ち，死 を と もな うよ うな病 気 にた い して は，単 な る 知 加 んψ α

で はな く，黒 魔 術 が 関係 して い る と判 断 され る。

　 上 記 の（１），（２）と関 連 して ，対 処 療 法 と して 母 乳 を よ くだす た め に もち い られ るい く

つ か の方 法 が あ る。 す な わ ち， （ｉ）母 親 に食 物 を多 く摂 取 す る よ う にすす め る， （ｉｉ）

潟 血 法 に よ り乳 房 に傷 を つ け ， ア リをつ ぶ した 液 か ，pwuugと よば れ る 木 か らとれ

る粘着 性 の樹 液 を傷 をつ けた部 位 に つ け る， （ｉｉｉ）直 接 ， ア リを食 す る， と い った 方 法

が あ る。 ア リやpwuugの 樹 液 は悪 い母 乳 を体 外 に だす と考 え られ て い る。

　 この よ うに ， ギ デ ラ族 の 間 にお いて は， 授 乳 が ，母 親 の小 児 にた いす る単 な る生物

学 的 な行 為 で あ る だ けで な く， 上記 の ｂ 例 で 顕 著 な よ うに病 気 た い す る一 種 の 治 療

行 為 とみ な さ れて い る。母 乳 自体 も， ａ．や ｃ．の 例 の よ うに 薬 その もの と して 利 用 さ

れ て い る。

Ｖ． 小児 の病気 と治療 の現状

　現在，ウメ村では，病気に罹患した小児にたい し前章でのべたような伝統的治療だ

けでな く，現代医学的な治療が保健士によりおこなわれている。 こうした条件下で，

実際どのような判断により，どのような治療行為がおこなわれているのであろうか。

この問題を以下にしめすように， １．家庭常備薬， ２．Ａｉｄ　Ｐｏｓｔにおける治療記録，

３・潟血法による傷痕の分析の３点について具体的に検討 した。

１． 家 庭 に おけ る常 備薬

　 ウメ村の人々が，どのような薬を家庭 に常備 しているかをしることは，人々の医療

観念や病気と治療の実態をあきらかにす るうえで有効であると考え，面接調査により
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現 在 ，家 庭 に常 備 されて い る薬 の 名 称 を収 集 した 。 対象 は，世 帯 主 で あ る既 婚 男性 ，

あ るい は そ れ に準 じて独 立 して 家 計 を い とな む女 性 の 計４６名 （男 ３８名 ，女 ８名）で あ る。

　 そ の結 果 ， なん らか の伝 統 的な 薬 を も って い る も の は３３名 （７１．７％ ）， 外来 の薬 を

もつ もの は １名 （２．２％ ）， 薬 を ま った く もた な い もの はの こ りの１２名 （２６．１％ ） で あ

った。 そ の 内訳 を以 下 に しめす 。

　 伝 統 的 な薬 を もつ もの の う ち， ｋｕｍａ を もつ もの は２６名 （５６．５％ ），　ｓｉｒｕｗａｉを もつ

もの は２２名 （４７．８％ ），ｋｕｍａ，　ｓｉｒｕwａｉの 両方 ， あ るい は ど ち らか を もつ もの は ，全 体

の６７．４％ に あた る３１名 で あ った 。 この二 種 類 の薬 の ほか ， 白魔ｉ術 用 の 薬 を も って い る

もの が ６名 いた。 この 薬 の 名 称 は秘 密 に され て お り， そ の用 法 や 植 物 学 的 な 同定 に つ

い て調 査 をす る こ とがで きな か った。 外 来 の 薬 は，頭 痛 用 の ア ス ピ リ ン錠 剤 で あ った 。

薬 を もた な い もの のな か の １名 は保 健 士 で あ り， 政府 よ り支 給 され た 医薬 を医 療 施 設

で 利 用 で き る ので む しろ除 外 して 考 え るべ きで あ る。 薬 を もた な い残 り１１名 の もの に

つ いて ， その 性 ・年 齢 構 成 を しらべ て み る と， 比 較 的 ，若 い男 性 と高 齢 の女 性 が薬 を

もた な い傾 向 が あ る （Ｆｉｓｃｈｅｒの直 接 確 率 法 に よ り， 有 意 差 を 検 定 す る と， α・＝0.0１，

Ｐ＝０．０６０６ とな る）。 服 用 薬 で はな い が ， 貝殻 片 を潟 血 法 に使 う ｋｒｅｍｉ　ｏｒとい う二 枚

貝 は， 村 の す ぐ横 を流 れ る ビナ トゥ リ河 に豊 富 にあ り，食 糧 と して も頻 繁 に利 用 され

る。 こ の貝 殻 は， ご く容 易 に入 手 で き るの で ， これ を家 庭 内 に備 え て い るか ど うか に

つ いて の 調 査 はお こな わ な か った。 この 他 ，１９８２年 ２月 よ り， ８名 の 既婚 女 性 が経 口

避 妊 薬 を服 用 して い る こ とを ，保 健 士 か らの 情 報 に よ り確 認 す る こ とが で きた。 以 上

の結 果 を全 体 と して み る と， ウ メ村 で は，依 然 と して 伝 統 的 な 薬 にた い す る依 存 度 は

高 く， それ も ｋｕｍａ と ｓｉｒｕｗａｉと い う二 種 類 の植 物 の地 下 茎 を 常 備 す る とい う特 徴 が

み られ る。 白魔 術 用 の 薬 はい ま だ に秘 密 視 され ，現 在 で も利 用 され て い る。 しか し，

若 い年 齢 層 の人 々 は， 伝 統 的 な常 備 薬 を もた な い傾 向 が強 くみ られ る。 中年 女 性 が 常

備 薬 を もた な い理 由を 明 確 に す る ことは で きな か った 。

２． 病気へ の罹 患　　Ａｉｄ　Ｐｏｓｔにお け る治療記 録 の分析

　病気治療のため，ウメ村にある Ａｉｄ　Ｐｏｓｔをおとずれた村民の姓名，病名，治療開

始日と治療完了日は，保健士 （ウメ村の住民でもある）により逐次，記録され，この

資料はのちにダルーの総合病院に提出される。 この資料をもとに，１９８１年 １～１２月 に

おける，村人の現代医療にたいする依存度や病気の種類，年齢特異性について調べた。

なお，１９８１年 ３月は，保健士が休暇をとったため，この間における治療はまった くお

こなわれていなかった。また，１１，１２月の資料は不明点が多 く不採用とした。そのた
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表 ２　 Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで治療を うけた回数 （個人別）

回 数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７～ 計 （人 ）

男 ３ ５ ３ ２ ４ １ １ １９

女 ２ ８ ０ ４ ０ ０ ０ １４

計 ５ １３ ３ ６ ４ １ １ ３３

め， 実質 的 に は， ９カ 月分 の資 料 を利 用 した こ と にな る。 病 名 は， す べ て英 語 で記 載

され ，診 断 は保 健 士 が お こな った もので あ る。

　 ウ メ村在 住 の小 児 で 年 齢 階 級 が ＳＷ （男 ），　 ＹＷ （男 ），　 ＳＮ （女 ） に属 す る もの５０

人 （男３１人 ，女 １９人 ） の う ち，１９８１年 １～ １０月 末 まで の期 間 （３月 をの ぞ く） に Ａｉｄ

Ｐｏｓｔを お とず れ た もの の数 は， 男 １９人 ，女 １４人 の計 ３３入 で あ った。　Ａｉｄ　Ｐｏｓｔを お と

ず れ た 日数 で は な く，特 定 の 病 気 にた い す る治 療 開始 （ａｄｍ ｉｔｔａｎｃｅ＞ か ら完 了 （ｄｉｓ－

ｃｈａｒｇｅ） ま で を １回 と し，　Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ で 治ｉ療 を うけた 小 児 の 数 を し らべ る と， ９カ月

の うち，最 低 で １回 か ら最 大 で ９回 （もっ と も多 いの が 男女 と も ２回 ） の もの が い る。

男女 間 で 治療 を うけた 回 数 の 差 はな い （Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ－Ｓｍｉｒｎｏｖ の 方 法 に よ る と，

Ｄｏ＝0．３１６，　Ｄ －・0．４２９，　Ｄｏ＜Ｄ，α＝0．１％ ） （表 ２）。

　 しか し， 表 ３に しめ した よ う に，小 児 が Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで治 ｉ療を うけ た全 回 数 を し らべ

表 ３　 ウメ村 の Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで治療 をうけた小児 の病気の種類 と季節 （１９８１年）

病 名／月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 合計

マ ラ リ ア

外 傷

風 邪

下 痢

で き も の

は し か

介癬 ・白癬

裂 傷

合 計

１ ３

１

１ １

１

１ ２

２

１

１

１ ４

４

２ １

１ ２

１ １ １

３

３ １ ２

２

１

１

３ ２ １

４ ３

１

８ １

５

２ １ ３

１ ２

１

１

４

１

２

１

４

１

６

５

１４

１５

６

１

７

２

９

２

９

５

１２

４

１

０

４ ６ ６ ６ １０ ６ １３ ５ ８

３ ２ １ ０ ６ ５ １１ ０ ６

６４
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る と，全 体 と して 男 の 小 児 の ほ うが女 の小 児 に くらべて 約 ２倍 多 い。 病 気 の種 類 別 に

し らべ る と，外 傷 が 男 女 と もに も っと も多 い。 つ い で ，男 で は， 介癬 ・白癬 （１２例 ），

は しか （９例 ）， マ ラ リア （６例 ） の 順 にな る。 女 で は， マ ラ リア と は しか が そ れ ぞ

れ ５例 ず つ あ る。 しか も， 男 女 別 に病 気 の 種 類 に 差 はみ と め られ な い （Ｕ テス トに

よ る と， Ｚｏ＝ １．２１，Ｚ＝＝１．９６，Ｚ＞Ｚｏ）。

男 女 を こみ に して ，１，２，４，５，６，７，８，９， １０の そ れ ぞ れの 月 にお け る治 療 回 数

を み ると， 病 気 の 発 現 に時 期 的 な かた よ りが あ り （Ｋ ｏｌｍｏｇｏｒｏｖ－Ｓｍｉｒｎｏｖ の Ｏｎｅ－

ＳａｍｐｌｅＴｅｓｔに よ る と，Ｄｏ・・Ｏ．１５６，Ｄ＝：Ｏ．１３８，Ｄｏ＞Ｄ，Ｐ＜０．０５）， ６～ ８月 に か け

て の ３カ月 と１０月 ，他 の月 よ り倍 あ るい は そ れ以 上 ， 多 くの小 児 が治 療 を うけて い る。

と．くに ， マ ラ リアの た め治 療 を うけた もの が ６月 に多 く， は しか は ， ７～ ８月 に か け

て 爆発 的 に小 児 に曼 延 した６）。

３． 潟 血 法 と 病 気

ギデ ラ社 会 で は， 貝 製 の 刃 （ｂｉｓｅｔ） を も ちい て ， 皮 膚 に傷 を つ け ，病 気 の も と とな

る悪 い血 をだ す 潟 血 法 が ひ ろ く もち い られ る こ とはす で にの べ た。 現 在 で は ，貝 製 の

刃以 外 に ガ ラ スの 破片 も も ちい られ る。伽 θ♂に よ る傷痕 は皮 膚 に の こるの で，肉眼 で

観 察 す る こと がで き る。 そ して ， あ る個 人 が どの部 位 に傷痕 を も って い るか を し らべ

る こ とに よ り， どの よ うな病 気 にた い して潟 血法 が ほ ど こ され た か を推 定 す る こ とが

で き る。 そ こで ， ウメ村 の住 民 １４１名 （男 ７４名 ，女 ６７名 ） につ い て ，傷痕 の数 を 部位

別 に観 察 した。 観 察 期 間 は，１９８１年 １０～ １１月 で あ る。 観 察 部 位 は大 き く， 額 ，上 肢 ，

下 肢 ， 腹部 ，胸 部 ， 背 中 にわ け ，た とえ ば 額 に傷 痕 の あ る場 合 は， そ の程 度 や 数 にか

か わ りな く１ と し，傷痕 が な い場合 は ０と して 集 計 した。 この よ う に して 観 察 され た

傷 痕 の 出現頻 度 を年 齢 階 級 別 にあ らわ した 。 全 観 察 数 １４１名の う ち， ま った く傷痕 の

な か った もの は ，男 子 の 小 児 ２名 で ， そ の他 の もの は ， １カ所 以 上 ， 上記 にの べ た 身

体 部 位 の ど こか に傷 痕 を も って いた。 結 果 は以 下 に しめ す。

傷 痕 を もつ もの １３９名 につ い て み ると ， 性 別 に よ る傷痕 部 位 の多 さ少 な さ の差 は な

い （ｄｆ＝５，Ｘ２＝４．７２）。 しか し，性 別 にか か わ りな く， 額 や腹 部 に 傷痕 を もつ もの が

全 体 の８０％ と多 く， ぎ ゃ くに胸 部 に傷 を もつ ものは １０％ に満 た な い。 しか も， 背 中 ，

上 肢 ，下 肢 の 傷痕 は年 齢 増 加 と と も に，増 加 す る傾 向 が あ る。

６） 病 気 の季 節 性 に 関す る問 題 は ，雨期 ，乾 期 の 明 瞭 な地 域 に お け る事 例 か ら もよ く しられ て い

る ［ＣＨＡＭＢＥＲｓ，ＬｏＮＧＨｕＲｓＴ ａｎｄ ＰＡｃＥＹ Ｉ９７９］。 た とえ ば ， は しか が乾 期 に多 くお こる とい

う事 例 が西 ア フ リカで 報 告 さ れて い る ［ＳｕＴＴｏＮ ｌ９７９：１１３－１１４］。 マ ラ リア につ いて も， 雨

期 に多 く発 生 す る ことが 一 般 に し られ て い る。
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表 ４ Ｂｉｓｅｌによる傷痕部位の出現に関する Ｓｐｅａｒｍａｎ の順位相関係数

年齢階級

男

 SW•YW 

KW 
RJ 

 NR•MD

女

SN 

NB 
KJ 

NK

ｒｓ

 0.  971 

 0.  957 

 0.  829 

 0.  600

Ｐ

 O.  02>p>0.  01 

 0.  02>p>0.  01 

 p<0.  1 

 p>0.1

差あり

差あり

差あり

差なし

男 女 の 同年 齢 階 級 群 間 で ， 傷痕 の 出現 部 位 に差 異 が あ るか ど うか を Ｓｐｅａｒｍａｎ の

順位 相 関係 数 に よ り検 定 した 。 そ の結 果 ，少 年 ・少女 期 の男 女 間 で （ｒ、＝Ｏ．９７１，０．０２

＞Ｐ＞０．０１）， 青 年 期 にあ た る男 女 間 で （ｒ。＝０．９５７，０．０２＞Ｐ＞０．Ｏｌ）， いず れ も有 意 な

相 関 が み とめ られ た （表 ４）。 既 婚者 で あ る ＲＪ と ＫＪ との 間 で は， １０％ の水 準 の値

よ り小 さ く （ｒ、＝・Ｏ．８２９，Ｐ〈０．１）， さ らに男 で ＮＲ と Ｍ Ｄ，女 で ＮＫ を くわ え た も

の を 男女 間 で比 較 す る と， 傷 痕 の 出現 部位 に 相 関 はな か った （ｒ。＝０．６００，Ｐ＞０．１）。

す な わ ち ， 中高 年 の 男 女 で ，傷 痕 の 出 現部 位 に差 が あ るが ，若 年 層 で は， 性 に よ る差

が み られ な い。

小 児 の場 合 ， 男 女 間 で 傷痕 の 出 現部 位 に差 は な いが ，３８名 の小 児 の うち， す で に額

に傷 痕 を もつ もの が３２名 ， 腹 部 に傷痕 を もつ もの が２８名 い る （表 ５）。

注 目 すべ き点 は， ウ メ村 の 集 団 と同様 ， ドロ ゴ リ村 にお け る鈴 木 の調 査 か らもあ き

らか な よ うに ［鈴 木 １９８３］， ギ デ ラ族 で は， 額 と腹 部 に傷痕 を もつ個 体 が き わ め て

多 い とい う事 実 で あ る。

額 の 傷 は ，前 節 の記 載 か らも あ き らか な よ う に， 頭痛 や高 熱 の さ い に，腹 部 の傷 は

腹 痛 と高 熱 の さ い にそ れ ぞ れ つ け られ た もの で あ る７）。 この こ と は， ギ デ ラ族 の 生 息

地 環 境 が マ ラ リアの 汚 染 地域 で あ り８）， 高 熱 や頭 痛 の原 因が マ ラ リア に よ る可 能 性 が

表 ５　 Ｂｉｓｅｔによる傷痕の出現部位 （※ ３人は傷 痕な し）

ｎ 額 胸 上肢 腹 下肢 背中

ＹＷ ・ＳＷ

ＳＮ

18 

17

17 0 0 14 3 3 

15 0 0 14 2 0

７） しか し， マ ラ リアや 消 化器 疾 患 の ほ か に， た とえ ば１９８０年 ４月 生 れ の女 の 子 は ， ８月 初 旬 ，

は しか にか か った と き， 母親 が額 に潟血 法 を ほ ど こ して お り， かな らず し もマ ラ リア だ けの 場

合 で はな い 。 ま た１９８０年 生 ま れの 男 で は ， 出産 時 に難 産 の ため傷 が腹 部 につ け られ た。

８） ダ ル ー総 合 病 院 のマ ラ リア ・セ ク シ ョ ンで も， 西部 州で は と くに， Ｋｉａｎｇａ 地 域 につ い で ，

Ｏｒｉｏｍｏ－Ｂｉｔｕｒｉ地 域 を ， マ ラ リアの 汚染 地 域 とみ な して い る。 マ ラ リア を媒 介 す るお もな カは ，

Ａｎｅｐｈｅｌｅｓｆａｒａｕｔｉ，Ａ．ｐｕｎｃｔｕｌａｔｕｓ，Ａ．ｋｏｌｉｅｎｓｉｓ，Ａ．ｓｕｂｐｉｃｔｕｓで あ る ［ＨｕＮＴＥＲ，ＳｗＡＲＴｓｗＥＬＤＥＲａｎｄ

ＧＬＹＤＥ１９８０：３７４－３７５］。
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あることとともに，食物や飲料に由来する消化器系統の病気が重要な要因となってい

ることを示唆している。

ＶＩ． 小児 の病 気 と二 つ の 治療 シス テ ム

　前章で明 らかになったように，村では，伝統的治療とともに Ａｉｄ　Ｐｏｓｔを通 じた現

代的医療による治療がおこなわれている。問題は，この二つのシステムがどのように

選択されているかという点にある。本章では，小児の罹患する病気 とともに小児以外

の成人が罹患するいくつかの病気をとりあげてこの問題をあきらかにしたい。

１． 下痢 と高熱一 呪医と保健士の役割

　 小 児 の 場 合 ，ｂｉｓｅｌに よ る傷 痕 は ，額 と腹 部 に 集 中的 に多 く出 現 す る。 そ こで ，本 節

で は ， と くに小 児 が 下痢 と高 熱 の症 状 を 呈 した さい に施 され る治療 法 に つ いて ， ３歳

未 満 児 の小 児 を もつ 母 親 に面 接 した 結 果 を も と に検 討 した 。

　 下 痢 の 場 合 ， 伝統 的治 療 薬 と して ハ チ ミッ， ッ ム ギ ア リと い った 動物 に 由来 す る薬

と と もに， ｖａｖｕｖ，　ｓｉｒｕｗａｉな どの 植 物 の地 下 茎 を咀 囎 し， 水 とまぜ た も の，クｏｏｇ とい

う木 の樹 液 ， あ る い は黄色 の土 が もち い られ る。 薬 は ，直 接 ，小 児 にあ た え るか， 母

親 が まず 摂 取 し， 授 乳 を通 じて小 児 に間 接 的 に摂 取 させ る。 面 接 を お こな った１４人 の

母 親 の うち， 小 児 が 下 痢 に か か った こ とが な いの で 治療 を お こな わ な か った と答 え た

２人 を のぞ き， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ で治 療 を う け る と答 え た もの は ３人 に しか な らな い。 そ の

他 の もの は， 上 述 の伝 統 的治 療 を採 用 す る とい う。Ａｉｄ　Ｐｏｓｔを利 用 す る母 親 の うち ，

１人 は保 健 士 の 妻 で あ り， 家庭 に常 備 薬 は い っ さい もた ず， も っぱ ら夫 の 治療 に依 存

す る とい う。

　 高 熱 の場 合 ， 熱 を だ した こ とが な い ので 治 療 した こ とが な い と答 え た母 親 １例 をの

ぞ く１３人 の母 親 の う ち， １２人 ま で が Ａｉｄ　Ｐｏｓｔを利 用 す る とい う返 答 を え た。 高 熱 は，

マ ラ リア ， は しか， 風 邪 な どに よ り発 現 す る場 合 が 多 い とお もわ れ る。 実 際 ，１９８１年

７～ ８月 に は しか が 流行 した さ い， ほ とん どの 小児 は Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで 治療 を うけ て い る。

Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ へ ゆ く以 外 の 伝 統 的 な 治 療 法 と して は， 母 乳 を あた え る （２人 ），　 ｖａｖｕｖ，

ｋｕｍａ，　ｓｉｒｕwａｉ な どの 地 下茎 を け ず った もの を高 熱 の部 分 に こす りつ け る，　 ｂｉｓｅｌで額

に傷 を つ け，高 熱 の も と とな る悪 い血 を身 体 か ら出 す・黄 色 い泥 を全 身 に塗 る とい う方

法 が と られ る。 しか し，そ れ らは，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ を利 用 で きな い とき の補 助 的 な治 ｉ療法 と

され て い る点 に注 目す べ きで あ る。 表 ６に しめ した 結 果 か ら，下 痢 の場 合 ，小 児 に た い
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して は，伝 統 的 な 治 療 方 法 が重 要 で あ

り，高 熱 の場 合 ，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔにお け る治

療 の ほ うが重 要 で あ る とみ な されて い

る こ とが わ か る　（ｄ．ｆ．＝ １，　Ｘ２＝ １Ｌ７８，

Ｐ＜０．００１）（表 ６）。 しか しな が ら，ウ メ

村 の Ａｉｄ　Ｐｏｓｔは ， こ こ １年 前 に開 設

表 ６　 小児の病気 と Ａｉｄ　Ｐｏｓｔの利用

利用する 利用しない 計

下 痢

高 熱

　３

１２

９

１

１２

１３

計 １５ １０ ２５

されたばかりである。もちろんそれ以前には，高熱にたいして，まえにのべたような

伝統的治療が施されたわけである。高熱にたいする伝統的治療はこれまでのべたとお

りであるが，高熱が長 く続いたり，けいれんや叫びまわるといった異常な行動が病人

に生 じた場合，人々は，それを通常の病気 （フ．α６α切 α）によるのではなく，邪術によ

るものと考え，男の呪医が邪術と対決するための呪術的治療をおこなった。

　筆者の滞在中にも，１０月中旬，１人の小児 （１９７３年生れ）が４０度近い高熱にかかり，

発狂的な行動をしめしたさい，保健士が何度か解熱剤をあたえたが効果がなかった。

人々はこの小児を徹夜で看病 し，ｋａｍａや ｓｉｍwａｉをあたえたり，全身に泥をぬると

いう伝統的な治療方法を試みた。それでも熱がさがらないので，ついに呪医による白

魔術が実施された。白魔術がおこなわれる間，筆者は退室を余儀なくされた。結局，

この小児の熱は数 日後さがり，正常にもどった。

　別の例では，１９７５年生れや，推定 ６～ ７歳の女の子が高熱をもったとき，伝統的な

治療のみで呪術的治療はおこなわれなかった。それらの場合，小児が高熱のため異常

な行動を しめすことはな く，約４０度の高熱が数日続いたのち，平熱にもどった。

　 このようにみて くると，下痢の治療は伝統的治療薬や授乳を通 じておこなわれ，基

本的に母親の育児の領分とされているのにたいし，高熱にたいしては，最初，日常的

な治療がおこなわれるが，母親の力ではどうしようもなくなると，育児の範疇をこえ

た呪術的な治療 に依存せざるをえなくなる。病気の種類や症状により，対処療法や病

因にたいする考えかた，さらには治療に従事する人も変化する。 こうした図式的なと

らえかたの当否は別 として も，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔの開設を契機として，呪医の果たしてきた

役割の一部 （非日常的な病いの治療）が保健士にとってかわられつつある事実は注目

すべきであろう。

２． 皮膚病 ・外傷 ・化膿一 現代医学の有効性一

皮 膚 病 の場 合 ，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔに お け る治療ｉ記 録 に よ る と，　ｓｃａｂｉｅｓと い う記載 が１６例 あ

り， これ は介 癬 や 白癬 を さす。 ｓｃａｂｉｅｓ は小 児 の頭 部 や 手 に多 く観 察 され た。 こ う し
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た皮膚病にたいして，伝統的治療よりも現代的な治療が優先されていることは事実で

ある。 しかし，ｓｃａｂｉｅｓは簡単な消毒程度の治療ではす ぐに治癒 しないが， それほど

日常生活に支障があるわけではないので，そのまま放置される場合が多い。

　外傷や外傷による化膿の場合 も，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔにおける治ｉ療の頻度の高さがしめすよ

うに，現代的な治療への依存度が高い。外傷 ・化膿の治療には，経験にもとつく伝統

的な方法よりも，消毒液や包帯などによる簡便で治癒に有効な方法が選択されている。

皮膚病への罹患やけがによる外傷 ・化膿は，きわめて日常的な出来事であるが，下痢

の場合と異なり，現代医療の受容 はきわめてスムーズにおこったわけである。

３． 性病　　新 しい病気一

　 性 病 に関 す る伝 統 的 な治 療 方 法 が な い こ とが しめ す よ うに， も と も と性 病 自体 ， ギ

デ ラ族 に は し られ て い な か った 。 しか し， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔの 治 ｉ療記 録 に よ る と， ２人 の 若

者 が性 病 の 治 療 の た め ペ ニ シ リン注 射 を うけて い る。 これ は， 若 者 が ダ ル ー へ い った

さい ，他 部 族 の女 性 と関係 を も ち病 気 に罹 患 した もの で あ る。 ダ ル ー とい う都 市 的 環

境 との交 流 に よ り新 しい病 気 が 村 に も ち こまれ た わ け で あ る。 の ち にの べ るよ うに，

１９８１年 の ２月 よ り村 で は男 性 用 の 避 妊 器具 が利 用 で きた に もか かわ らず ， これ を利 用

す る男 は皆 無 で あ る。 性病 に罹 患 した 結果 ， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ で治 療 を うけ ざ るを え な か っ

た の は当然 で あ った 。

４． ダル ー総 合病院 へゆ く判 断の問題

　 伝 統 的 な 治療 で もな く， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ にお け る治 療 で も有効 で な い とわ か った 場合 ，

ビナ トゥ リ河 の下 流 部 にあ る ク ニ ニの Ｈｅａｌｔｈ　Ｃｅｎｔｅｒ か ダ ル ー総 合 病 院 で 治 療 を う

け る こ とが で き る。 しか し，病 気 が重 篤 な ら即 ，別 の 治 療 の機 会 を もと め るか とい う

と現 実 は そ うで はな い。 この点 につ いて い くつか の 事 例 を あ げ る。

４－１． １５， ６歳 の 少 年 で 熱帯 潰 瘍 に罹 患 した もの が お り， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ で 治 療 を 何度 か

う けて い た が い っ こ うに治癒 しな か った。 保 健 士 はダ ル ーの総 合 病 院 に入 院 して手 術

を うけ る こ とをす す めた が ， そ の少 年 は単 独 でダ ル ー にゆ く こ とを拒 否 しつ づ け， 数

カ月後 の１０月 に症 状 が 悪 化 して や っ と母親 の説 得 で ダ ル ー へ い った。 こ の少 年 は ２カ

月 後 に治癒 して村 に もど った。

４－２． 生 後 ８カ月 の 男 の小 児 が ８月 下 旬 に高 熱 を発 し， 全 身 に土 を塗 り解 熱 す る伝 統

的 な 治療 方 法 が試 み られ た。 １０月 ２日 あた りか ら右 腕 の 付 け根 が腫 れ る病 気 に な り，

っ いで下 痢 を併 発 した 。 この間 ，一 度 ， Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ で治 療 を うけ た。 そ の後 ， 衰 弱 し
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つづけた段階で保健士や筆者 もダルーの病院へゆくことをすすめた。 しかし，一時的

に小児が元気になったので，この小児の両親はダルー行きをとりやあた。そして，容

体が悪化し，１０．月３０日の早朝，この小児は死亡した。死因は，栄養障害 と小児性下痢

による脱水症から脳性麻痺をおこしたと考え られる。 この場合，小児の身体の微妙な

変化や，下痢や化膿にたいしても深刻なうけとめかたがなされなかったため，最悪の

事態をまねいた。

４－３． 寝たきりの老人が下腿部に大 きな化膿をもち，発熱していた。 Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで治

療をうけるのでもなく，伝統的な治療の効果もないので，筆者はダルーの病院で切開

手術をうけるようにすすめたが，老人は村を離れることを拒否 した。その後，サゴヤ

シデンプンの採集のため家族が野営地へ移動するのにつきしたがい，野営地で容体が

悪化 した。老人は，担架で村まで運ばれ，モーターボー トでダルーへ運ばれた。 しか

し，入院後，数日で死亡 した。 この場合も，老人が伝統的な考えに固執 し，現代的な

医療を受容 しようとしなかったため，最悪の事態になった。

４－４． 身体全体が皮膚病にかかっている少年が村に２人いるが，この少年の両ｉ親は，

伝統的な治療を実施するわけでも，Ａｉｄ　Ｐｏｓｔで治療をうけさせるわけでもなかった・

まして，ダルーの病院で治療をうけさせ るという考えはまったくない。

　以上の例がしめしているように，下痢や化膿 といった日常的な病気でも，症状によ

っては死に至ることもある。局所的な皮膚病 は治療されるが，皮膚病が全身にひろが

っているとそのまま放置される。適切な処置がほどこされないので，不幸な事態をま

ねいたというのが現状である。すなわち，現代医療を受容できる基盤が確立されてい

るとは，すくな くとも現段階ではいいがたい。

５． 病気 への 多様 な対応

小児の病気と治療 に関する諸々の事例から現在のウメにおける医療状況が鮮明にな

った。まず，人々の病気にたいする対応様式は，病気の種類や症状により分化する傾

向がたしかめられた。その第一は，伝統的な医療が引き続き存続する傾向であり，下

痢の治療に代表される。第二は，現代的な医療の導入により新しい治療方法が受容さ

れる傾向であり，皮膚病や外傷がこれにあてはまる。両者とも，日常的な性格をもつ

病気である。第三は，現代医学の導入自体が伝統医療と対立もしくは二者択一的な選

択を人々に強いる場合で，高熱や重篤な病気の場合がこれに相当する。病気への治療

は非 日常的，かつ呪術的要素をともなうことがある。

　第一，第二の場合であっても，症状が悪化す ると，治療方法や病因をめぐる人 々の
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伝 統 医 療

　 村

日常的な病気

勲 αゆ α

下 痢

（母 親）

非 日常 的 な病 気

　ｒｕｇａ　ｋｅ　ｋｏＰａ

高 熱

（呪　医）

現 代 医 療

村の Ａｉｄ　Ｐｏｓｔ

ダルー総合病院

皮膚病 ・外傷 ・化膿

　　 （保健士）

高 熱

（保健士 ・ダルー

病院の医師）

（ ）内は治療 に従事 するものをあ らわす
一→ は治療における変化 プロセスをあ らわす

図３　ギデラ族における病気治療をしめす模式図

葛藤が生 じ，第三の場合に移行するようになる （図 ３）。

　本論の冒頭でのべたように，現代 は，伝統的な医療のみが一社会における医療の全

体を構成する時代ではない。新 しい考えかたや医療技術の導入による変化は急速に進

行 している。こうした問題をとらえる場合，伝統対現代といった対立がけっして一元

的な性質のものでないことは，以上のべてきたような，病気の種類や症状，あるいは

治療にたいする人々の判断の多様性から十分に納得することができる。

ＶＬ 考 察

　ギデラ族における小児の病気 とその治療 について記述 し，伝統的な医療システムと

現代的な医療システムとの併存， およびそうした状況において， ａ．日常的な病気に

たいする伝統的治療と現代的治療， ｂ．非 日常な病気にたいする伝統的治療と現代的

治療，というそれぞれ二通りの対応があることを示唆 した。病気の種類や症状に応 じ

て，現代医療が伝統医療の体系にさまざまな影響をあたえていることはあきらかであ

る。 この問題をより違った角度から明 らかにする意味 で，１．避妊薬，２．都市部に

おける常備薬という二つの問題から考察を くわえてみることにする。

１． 避ｉ 妊 薬

１９８１年 の ２月 ， ダ ル ー総 合 病 院 よ り， 家 族 計画 （Ｆａｍｉｌｙ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ） を 普及 す る 目
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的で，経口避妊薬や避妊器具がウメにお くられてきた。保健士は，村人に説明 したう

えで，避妊器具や薬の使用をすすめたが，避妊薬を使用 した女性はわずかで，男性の

だれもが避妊器具を利用 しようとしなかった。

　避妊薬の服用はとりあえず ８人の女性により１９８１年 ２．月から開始された。その内訳

は，推定年齢が２０歳前半の若い女性で，比較的よく英語を話すことのできるもの ６人，

中年の女性 １人，保健士の妻 １人であった。そのいずれの女性も小児に授乳中であっ

た。

　 また，この８人のうち，子供を９人出産 した経験をもつ中年女性 １人は，最初の服

用日からかぞえて４週間分あ薬がきれる３．月１８日に薬をうけとりにこなかった。他の

女性のうち， ２人は最初の服用日から８カ月目の１０月に避妊薬の利用を停止し，さら

にもう２入は１１月に同様にして避妊薬の服用をやめている。 このように，避妊の方法

をとってみても，英語を話すことができる少数の女性にかぎって新 しい避妊方法が採

用されており，しかも１０カ月以上にわた り持続的にこれを利用したものは３人 にすぎ

ない。

　 新しい避妊方法を採用するかどうかという点について，村の人々が一様に受容 した

り拒否 したりするのではない。そのなかでも，伝統的な価値や考えかたを軽視 し，ヨ

ーロッパ指向の強い若い年齢層の存在があきらかになった。

２，　 都市部における常備薬

　 ウ メ は都 市 で あ るダ ル ー へ は半 日行 程 で ゆ くこ とが で きる。 さ らに， ギ デ ラ族 の住

民 で ， ダ ル ー市 内や ダ ル ー島 の対 岸 にあ る ドロ ゴ リ村 に居 住 す る もの が い る。 都 市 部

で は ，容 易 にダ ル ー の病 院 を利 用 す る こと がで き る うえ， 町 で 簡単 な薬 を購入 す る こ

とが で きる。 そ こで都 市 部 の ギデ ラ族 出 身者 が ど の よ うな 常 備薬 を も って い るか を し

らべ た。 ドロ ゴ リ村 にお け る資 料 は， ドロゴ リ村 で調 査 をお こな った稲 岡 の 教 示 に よ

り， ダル ー にお け る資 料 は筆 者 と大塚 ，稲 岡 らが収 集 した 。

　 ドロゴ リにお いて ，小 児 の病 気 用 に各 家 庭 で 常 備 して い る薬 の種 類 は， ベ ビー ・パ

ウダ ー， ベ ビー ・オ イル ， アス ピ リ ン錠 で あ った 。 これ らの薬 を常 備 して い るの は授

乳 中 の小 児 を もつ ８家庭 の う ち ４家 庭 で ， の こ りの ４家 庭 は と くに薬 を も って い な か

った 。

　 ダ ル ーに お け る 同様 の 調 査 で は ，調 査 した ４２人 の うち， 常 備 薬 を もた な い もの は１７

人 で ， そ の他 の２５人 はな ん らか の 常備 薬 を も って いた 。 その 内訳 を以 下 に しめす 。

　 ｋｕｍａ，　ｓｉｒｕｗａｉ， 名称 不 明の 樹 皮 （白魔 術 用 あ る い は頭 痛 用 ） な どの伝 統 的 な 薬 を も
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っていたのは１１人で，ｋｕｍａが７人，　ｓｉｒｕwａｉが６入，その他の樹皮をもつものが４人

いた。

　ダルー総合病院よりあたえ られたか，もしくはスーパーマーケ ットで購入 した現代

医薬 としては，アスピリンがもっとも多く， １６人が常備 し， ついで風邪薬 （５人），

化膿用の薬 （３人），胃痛用， マラリア予防薬， 皮膚病用などの薬やプラスターをも

つものが １～２人ずついた。

　以上の結果をまとめると， 伝統的な薬のみをもつ もの （２例）， 伝統的な薬 と現代

医薬の両方をもつもの （９例），現代医薬 のみもつもの （１５例）ということになる。

すなわちダルーやその周辺に在住するギデラ族の住民でも，なんらかの常備薬をもつ

ものの半数ちかくが伝統的な薬を有している。 しかも，その大多数は，伝統医薬だけ

でな く，現代医薬をもあわせて常備している。とくに，風邪や頭痛用のアスピリン錠

が多い。こうした点から，ダルー在住の住民における常備薬の利用状況は，ウメ村に

おける傾向をより鮮明なかたちであらわしているとともに，現代ニューギニアの住民

における医療と治療に関する現状の一端を如実にしめしているものとお もわれる。

　多 くの開発途上国における医療問題は，一方で国家の政策 レベルで追求，推進され

ているが，ともすれば，末端部における実情が看過されがちである。国家の医療政策

のありかたは，村 レベルにおいても，如実に反映されるわけであるから，とくに新し

い医療の導入にともなって生 じるさまざまな問題の検討には，ミクロな レベルにおけ

る人々の医療観や医療行動の分析が不可欠である。その場合，それぞれの社会におけ

る病気のフォーク・コンセプ トに着目し （日常的な病気と非 日常的な病気との対比），

人々の病気にたいする可変的な治療行動を分析する必要があることを強調 しておきた

い。
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